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一

は
じ
め
に

国
連
憲
章
第
五
一
条
は
「
個
別
的
又
は
集
団
的
自
衛
の
固
有
の
権
利
」
を
規
定
し
て
い
る
が
、
国
連
憲
章
制
定
後
の
自
衛
権
の
範
囲
に
つ

い
て
は
、
国
家
実
行
も
学
説
も
一
致
が
見
ら
れ
て
い
な
い
。
学
説
に
つ
い
て
述
べ
る
と１

）、
一
方
で
、
国
連
憲
章
制
定
時
ま
で
に
は
慣
習
国
際

法
上
の
自
衛
権
は
「
自
国
領
土
が
武
力
攻
撃
さ
れ
た
場
合
に
反
撃
す
る
」
と
い
う
内
容
に
ま
で
制
限
さ
れ
た
と
し
た
上
で
、
国
連
憲
章
制
定

後
も
こ
の
場
合
に
の
み
自
衛
権
を
行
使
し
う
る
と
す
る
説
が
あ
る
（
制
限
的
解
釈
説２

））。
他
方
で
、
国
連
憲
章
制
定
前
の
慣
習
国
際
法
上
の

自
衛
権
を
、
先
行
行
為
、
正
当
化
さ
れ
る
行
為
、
保
護
法
益
、
地
理
的
範
囲
と
い
っ
た
点
で
広
く
捉
え
、
国
連
憲
章
制
定
後
も
そ
れ
が
存
続

し
て
お
り
、
自
衛
権
は
広
い
行
動
の
自
由
を
許
す
と
す
る
説
が
あ
る
（
許
容
的
解
釈
説３

））。
こ
の
よ
う
に
見
解
が
相
違
し
て
い
る
要
因
は
、

国
連
憲
章
制
定
後
の
自
衛
権
解
釈
が
一
致
し
て
い
な
い
こ
と
に
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
国
連
憲
章
制
定
前
の
慣
習
国
際
法
上
の
自
衛
権
の
捉
え

方
が
一
致
し
て
い
な
い
こ
と
に
も
あ
る
。

そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
国
連
憲
章
制
定
後
の
自
衛
権
の
範
囲
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
の
前
提
と
し
て
、
ま
ず
は
、
国
連
憲
章
制
定
前
の
慣

習
国
際
法
上
の
自
衛
権
が
、

自
国
領
土
が
武
力
攻
撃
さ
れ
た
場
合
に
反
撃
す
る
」
と
い
う
よ
う
に
狭
く
捉
え
ら
れ
て
い
た
の
か
、
あ
る
い

は
そ
れ
よ
り
も
広
く
捉
え
ら
れ
て
い
た
の
か
、
広
く
捉
え
ら
れ
て
い
た
と
し
た
ら
ど
の
範
囲
ま
で
の
行
動
が
許
さ
れ
て
い
る
と
さ
れ
て
い
た

の
か
を
、
実
際
の
国
家
実
行
の
検
証
に
よ
り
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
上
で
、
国
連
憲
章
制
定
前
の
慣
習
国
際
法
上
の
自
衛

権
と
国
連
憲
章
と
の
関
係
、
そ
し
て
国
連
憲
章
制
定
後
の
国
連
憲
章
上
お
よ
び
慣
習
国
際
法
上
の
自
衛
権
概
念
を
検
証
す
る
必
要
が
あ
る４

）。

以
上
の
よ
う
な
認
識
の
下
、
本
稿
は
、
国
連
憲
章
制
定
前
の
自
衛
権
概
念
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
の
一
つ
の
素
材
と
し
て
、
太
平
洋
戦
争

開
戦
直
前
の
時
期
の
日
本
と
ア
メ
リ
カ
と
を
取
り
上
げ
、
当
時
両
国
が
自
衛
権
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
い
た
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を

目
的
と
す
る
。
検
討
対
象
を
、
太
平
洋
開
戦
直
前
の
時
期
の
日
米
と
す
る
理
由
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
国
連
憲
章
制
定
以
降
の
自
衛
権
研

究
で
、
国
連
憲
章
制
定
前
の
自
衛
権
に
つ
い
て
の
検
討
を
含
む
研
究
で
あ
っ
て
も
、
第
二
次
世
界
大
戦
期
（
一
九
三
九

一
九
四
五
）
の
自
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衛
権
概
念
を
詳
細
に
検
討
し
て
い
る
も
の
は
ほ
と
ん
ど
無
い
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い５

）。
上
述
の
許
容
的
解
釈
説
と
制
限
的
解
釈
説
の
多

く
も
、
国
連
憲
章
制
定
前
に
つ
い
て
は
、
不
戦
条
約
ま
で
の
時
期
の
自
衛
権
を
主
た
る
検
討
対
象
と
し
て
い
る６

）。
し
か
し
、
実
際
に
は
、
第

二
次
世
界
大
戦
期
と
り
わ
け
開
戦
に
至
る
ま
で
に
は
、
当
時
の
各
国
の
自
衛
権
の
捉
え
方
を
知
り
う
る
重
要
な
議
論
が
あ
っ
た
の
で
あ
り
、

こ
の
議
論
を
検
証
す
る
こ
と
な
く
自
衛
権
が
国
連
憲
章
制
定
時
ま
で
に
制
限
さ
れ
た
か
否
か
を
論
じ
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
国
連

憲
章
制
定
前
の
自
衛
権
概
念
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
開
戦
に
至
る
ま
で
の
、
各
国
の
自
衛
権
の
捉
え
方
を
検
討
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

本
稿
で
は
、
以
下
に
示
す
理
由
か
ら
、
ド
イ
ツ
や
イ
ギ
リ
ス
な
ど
で
は
な
く
、
ま
ず
は
日
米
を
対
象
と
す
る
。
こ
の
二
か
国
は
、
第
二
次

世
界
大
戦
参
戦
直
前
す
な
わ
ち
太
平
洋
戦
争
開
戦
直
前
の
と
り
わ
け
日
米
交
渉
の
時
期
に
、
自
衛
権
に
つ
い
て
多
く
の
議
論
を
行
っ
た
。
日

本
も
ア
メ
リ
カ
も
、
以
下
で
詳
述
す
る
よ
う
に
、
少
な
く
と
も
太
平
洋
戦
争
開
戦
ま
で
の
時
期
は７

）、

自
国
領
土
が
武
力
攻
撃
さ
れ
た
場
合
」

以
外
に
も
自
衛
権
を
行
使
し
う
る
と
主
張
し
て
い
た
。
こ
の
二
か
国
を
ま
ず
取
り
上
げ
る
こ
と
に
よ
り
、
自
衛
権
を
広
く
捉
え
る
国
家
が
、

先
行
行
為
、
正
当
化
さ
れ
る
行
為
、
保
護
法
益
、
地
理
的
範
囲
と
い
う
観
点
か
ら
、
自
衛
権
が
ど
の
範
囲
の
行
動
の
自
由
を
許
す
と
み
な
し

て
い
た
の
か
を
明
ら
か
に
し
う
る
。
こ
れ
は
、
今
後
、
日
米
以
外
の
国
家
を
取
り
上
げ
、
こ
れ
ら
の
国
家
が
日
米
の
自
衛
権
の
主
張
を
い
か

に
評
価
し
て
い
た
の
か
を
検
討
す
る
た
め
の
、
前
提
と
も
な
る
作
業
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
国
連
憲
章
制
定
前
の
両
国
の
自
衛
権
概
念
の
捉
え
方
の
全
体
像
を
示
す
た
め
に
は
、
太
平
洋
戦
争
開
戦
後
か
ら
国
連
憲
章
制

定
過
程
ま
で
の
時
期
を
も
対
象
と
し
た
検
証
が
別
途
必
要
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
紙
幅
の
制
限
も
あ
り
、
本
稿
で
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
期

の
日
米
が
、
自
衛
権
に
つ
い
て
最
も
重
要
な
見
解
を
表
明
し
た
と
考
え
ら
れ
る
太
平
洋
戦
争
開
戦
直
前
の
み
を
取
り
上
げ
ざ
る
を
得
な
い
。

た
だ
、
こ
の
作
業
が
、
国
連
憲
章
前
の
時
代
に
慣
習
国
際
法
上
の
自
衛
権
が
ど
の
よ
う
な
権
利
で
あ
っ
た
の
か
を
探
る
、
一
助
と
な
る
こ
と

は
確
か
で
あ
る
。

本
稿
の
論
述
は
、
日
本
、
ア
メ
リ
カ
の
順
序
で
進
め
る
。

一
」
で
は
、
日
本
の
自
衛
権
の
捉
え
方
を
分
析
す
る
前
に
、
ま
ず
は
「
自
存

太平洋戦争開戦直前の自衛権（西嶋）
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自
衛
」
概
念
を
検
討
す
る
。

自
存
自
衛
」
は
、
以
下
に
述
べ
る
通
り
、
戦
争
目
的
を
説
明
す
る
た
め
に
度
々
用
い
ら
れ
て
い
た
用
語
で
あ

る
。
し
か
し
、
こ
の
用
語
が
ど
の
よ
う
な
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
た
の
か
と
い
う
こ
と
は
、
当
時
の
国
際
法
上
の
自
衛
権
と
の
関
係
で
明
ら

か
に
さ
れ
て
き
た
と
は
言
え
な
い
。
し
た
が
っ
て
、

一
」
で
は
、
ま
ず
、
太
平
洋
戦
争
の
戦
争
目
的
と
し
て
の
「
自
存
自
衛
」
の
意
味
を

明
ら
か
に
し
た
上
で
、

自
存
自
衛
」
が
国
際
法
上
の
自
衛
権
と
用
語
と
し
て
区
別
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
、
最
後
に
、
当
時
の
自
衛
権

の
意
味
を
、
日
本
政
府
の
見
解
の
分
析
を
通
し
て
明
ら
か
に
す
る
。

二
」
で
は
、
ア
メ
リ
カ
の
自
衛
権
の
捉
え
方
を
分
析
す
る
前
に
、
ア

メ
リ
カ
の
国
家
政
策
を
簡
単
に
検
討
す
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
当
時
の
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
自
衛
権
は
、

二
」
で
述
べ
る
よ
う
に
、
ア
メ
リ

カ
の
国
家
政
策
を
正
当
化
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
た
た
め
で
あ
る
。

な
お
、

一
」
「
二
」
そ
れ
ぞ
れ
の
最
後
に
、
日
本
の
自
衛
権
の
主
張
に
対
す
る
ア
メ
リ
カ
の
評
価
、
ア
メ
リ
カ
の
自
衛
権
の
主
張
に
対

す
る
日
本
の
評
価
を
検
討
す
る
。
こ
の
こ
と
に
よ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
国
家
の
自
衛
権
の
捉
え
方
を
よ
り
明
確
に
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
。

二

日
本

（
一
）

自
存
自
衛
」
論
の
出
現
と
そ
の
意
味

一
九
四
一
年
一
二
月
八
日
、
日
本
は
真
珠
湾
を
攻
撃
し
、

宣
戦
の
詔
書８

）」
を
発
表
し
た
。
こ
の
中
で
、
日
本
は
、
英
米
が
「
与
国
を
誘

ひ
帝
国
の
周
辺
に
於
て
武
備
を
増
強
し
て
我
に
挑
戦
し
更
に
帝
国
の
平
和
的
通
商
に
有
ら
ゆ
る
妨
害
を
与
へ
遂
に
経
済
断
交
を
敢
て
し
帝
国

の
生
存
に
重
大
な
る
脅
威
を
加
」
え
た
と
非
難
す
る
。
さ
ら
に
、
日
本
は
事
態
を
平
和
的
に
回
復
し
よ
う
と
し
た
が
、
英
米
は
か
え
っ
て
経

済
上
軍
事
上
の
脅
威
を
増
大
し
日
本
を
屈
服
さ
せ
よ
う
と
し
、
日
本
の
存
立
が
危
殆
に
瀕
し
て
い
る
た
め
、

自
存
自
衛
」
の
た
め
「
一
切

の
障
礙
を
破

す
る
の
他
な
し
」
と
し
た
。

自
存
自
衛
」
と
い
う
用
語
は
、
一
九
四
〇
年
代
以
前
に
も
見
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
も
の
の
、

論 説
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太
平
洋
戦
争
に
関
連
し
た
重
要
国
策
を
決
定
す
る
文
書
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
国
策
と
し
て
の
南
進
が
具
体
化
す
る
時
期
に
重
な

る
。
一
九
四
〇
年
春
か
ら
夏
に
か
け
て
、
前
年
に
始
ま
っ
た
欧
州
戦
争
で
ド
イ
ツ
が
優
位
に
立
っ
た
の
に
伴
い
、
南
方
に
積
極
的
に
進
出
し

て
日
満
支
を
中
心
と
し
た
自
給
圏
を
確
立
す
べ
き
だ
と
い
う
声
が
大
き
く
な
っ
て
い
く
。
こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
、
一
九
四
〇
年
七
月
、

基
本
国
策
要
綱
」、
お
よ
び
大
本
営
政
府
連
絡
会
議
に
お
い
て
採
択
さ
れ
た
「
世
界
情
勢
の
推
移
に
伴
う
時
局
処
理
要
綱
」
の
中
に
組
み
込

ま
れ
た
。
こ
の
う
ち
、

世
界
情
勢
の
推
移
に
伴
ふ
時
局
処
理
要
綱９

）」
に
関
し
て
述
べ
る
と
、
大
本
営
陸
軍
部
お
よ
び
海
軍
部
に
よ
る
「
提

案
理
由10

）」
の
中
の
南
方
問
題
解
決
に
か
か
る
部
分
で
、
日
本
が
英
米
依
存
の
体
制
か
ら
脱
却
し
、
日
満
支
を
骨
幹
と
し
概
ね
印
度
以
東
濠
洲
、

新
西
蘭
以
北
の
南
洋
方
面
を
一
環
と
す
る
自
給
体
制
を
確
立
す
る
こ
と
が
、
日
本
が
速
急
に
実
現
す
る
べ
き
と
こ
ろ
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る11

）。

こ
の
よ
う
に
、
南
方
進
出
を
決
定
し
た
当
初
は
、
そ
の
理
由
と
し
て
、
日
満
支
三
カ
国
を
中
心
と
し
た
自
給
自
足
体
制
を
確
立
す
る
こ
と
が

挙
げ
ら
れ
て
い
た
。
南
進
策
の
公
表
に
際
し
て
、

大
東
亜
共
栄
圏12

）」
と
い
う
言
葉
が
公
式
に
登
場
し
、

大
東
亜
共
栄
圏
」
の
建
設
が
「
世

界
新
秩
序
」
建
設
の
一
環
と
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
こ
の
「
世
界
新
秩
序
」
を
作
る
と
い
う
共
通
の
立
場
に
あ
る
日
独
伊
の
提
携
強
化
も
同

時
に
進
み
、
新
秩
序
に
於
い
て
、
東
亜
に
お
い
て
は
日
本
の
生
存
圏
を
、
欧
州
・
ア
フ
リ
カ
に
お
い
て
は
独
伊
の
生
存
圏
を
そ
れ
ぞ
れ
尊
重

す
る
こ
と
が
了
解
さ
れ
た13

）。

そ
こ
で
、
日
本
は
実
際
に
南
進
政
策
を
遂
行
す
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
南
進
政
策
が
具
体
化
し
て
く
る
の
に
伴
い
「
自
存
自
衛
」
と
い
う

用
語
が
重
要
国
策
に
も
登
場
し
て
く
る
よ
う
に
な
っ
た
。

自
存
自
衛
」
が
、
太
平
洋
戦
争
関
連
重
要
国
策
の
中
に
初
め
て
登
場
す
る
の
は
、

管
見
の
限
り
で
は
、
一
九
四
一
年
一
月
三
〇
日
「
対
仏
印
、
泰
施
策
要
綱14

）」
で
あ
る
。
こ
の
要
綱
は
、
仏
印
、
タ
イ
に
軍
事
基
地
を
設
定
す

る
目
的
で
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
少
な
く
と
も
当
初
の
意
図
と
し
て
は
、
や
む
を
得
な
け
れ
ば
武
力
を
行
使
す
る
こ
と
を
決
定
し
よ
う
と

し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
大
本
営
政
府
連
絡
会
議
で
採
択
さ
れ
た
こ
の
要
綱
で
は
、

大
東
亜
共
栄
圏
建
設
の
途
上
に
於
て
帝
国
の
当
面
す
る

仏
印
、
泰
に
対
す
る
施
策
の
目
的
は
帝
国
の
自
存
自
衛
の
為
仏
印
泰
に
対
し
軍
事
、
政
治
、
経
済
に
亘
り
緊
密
不
離
の
結
合
を
設
定
す
る
に

在
り
」
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
「
自
存
自
衛
」
と
い
う
用
語
は
、
本
国
策
決
定
過
程
の
ど
の
段
階
で
挿
入
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
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当
時
の
国
策
決
定
過
程
は
極
め
て
複
雑
で
あ
る
が15

）、
本
要
綱
に
関
し
て
言
う
と
、
大
本
営
陸
軍
部
第
二
〇
班
、
い
わ
ゆ
る
戦
争
指
導
班
に

よ
り
立
案
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
後
、
修
正
案
が
い
く
つ
か
出
さ
れ
、
最
終
的
に
は
大
本
営
政
府
連
絡
会
議
で
決
定
さ
れ
、
天
皇
の
裁

可
を
得
た
。
立
案
か
ら
決
定
さ
れ
る
ま
で
の
過
程
を
見
て
み
る
と
、
大
本
営
陸
軍
部
の
当
初
の
案
で
は
「
帝
国
の
当
面
す
る
仏
印
及
泰
処
理

の
目
的
は
仏
印
及
泰
に
対
し
軍
事
、
政
治
、
経
済
に
亘
り
緊
密
不
離
の
結
合
を
設
定
す
る
に
あ
り16

）」
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
大
本
営
陸

軍
部
の
最
終
案
で
は
「
自
存
自
衛
」
と
い
う
用
語
が
使
用
さ
れ
て
お
り
、
立
案
か
ら
大
本
営
政
府
連
絡
会
議
に
提
出
さ
れ
た
最
終
案
ま
で
の

間
に
自
存
自
衛
の
用
語
が
挿
入
さ
れ
た
こ
と
が
分
か
る17

）。
ど
の
段
階
で
な
ぜ
こ
の
用
語
を
使
用
す
る
こ
と
が
提
案
さ
れ
た
の
か
、
ま
た
そ
れ

に
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
た
せ
よ
う
と
し
て
い
た
の
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
明
確
な
の
は
、
対
南
方
武
力
行
使
を
主
張
し
て
い
た
大
本
営
陸

軍
部
の
立
案
の
段
階
で
挿
入
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

自
存
自
衛
」
と
い
う
用
語
は
、
そ
の
後
、
太
平
洋
戦
争
開
戦
ま
で
の
主
要
な
国
策
の
大
多
数
に
お
い
て
使
用
さ
れ
て
い
る18

）。
日
本
政
府

は
こ
の
「
自
存
自
衛
」
と
い
う
用
語
を
、
概
ね
以
下
の
よ
う
な
二
つ
の
意
味
で
用
い
て
い
た19

）。

①
「
対
仏
印
、
泰
施
策
要
綱
」
奏
上
の
際
の
「
内
閣
総
理
大
臣
所
要
事
項
御
説
明
」
の
中
に
は
次
の
よ
う
な
説
明
が
見
ら
れ
る
。
す
な
わ

ち
、

大
東
亜
共
栄
圏
建
設
の
途
上
に
あ
る
現
段
階
に
於
き
ま
し
て
、
支
那
事
変
処
理
を
中
心
と
す
る
外
廓
的
施
策
、
竝
帝
国
の
必
需
資
源

確
保
の
見
地
よ
り
、
仏
印
及
泰
と
帝
国
と
の
間
に
軍
事
、
政
治
、
経
済
に
亙
る
緊
密
な
る
結
合
関
係
を
設
定
致
し
ま
す
こ
と
は
、
帝
国
の
自

存
自
衛
上
緊
急
、
且
重
要
な
る
措
置
て
御
座
い
ま
す20

）」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
必
需
資
源
確
保
の
た
め
に
仏
印
や
タ
イ
と
緊
密
な
関
係
を
設

定
す
る
こ
と
が
、
自
存
自
衛
上
の
措
置
だ
と
さ
れ
て
い
る
。

自
存
自
衛
」
は
、
こ
の
よ
う
に
、
重
要
資
源
を
確
保
す
る
た
め
の
自
給
体
制

を
南
進
に
よ
り
確
立
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
日
本
の
生
存
を
維
持
す
る
と
い
う
意
味
で
用
い
ら
れ
た
。

②
ま
た
、

自
存
自
衛
」
は
、
と
り
わ
け
英
米
に
対
し
て
武
力
を
行
使
す
る
こ
と
を
正
当
化
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
た21

）。
南
進
を
国
策
と

し
て
決
定
し
た
後
、
一
九
四
〇
年
末
よ
り
実
際
に
日
本
が
タ
イ
・
仏
印
に
軍
事
的
、
政
治
的
、
経
済
的
影
響
力
を
拡
大
し
よ
う
と
し
始
め
る

と
、
こ
れ
に
呼
応
す
る
か
た
ち
で
、
英
米
は
禁
輸
や
資
産
凍
結
等
に
よ
る
対
日
経
済
圧
迫
を
強
化
す
る
な
ど
対
日
態
度
を
硬
化
さ
せ
て
い
く
。
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こ
の
よ
う
な
状
況
下
、
英
米
に
対
し
て
将
来
行
い
う
る
武
力
行
使
の
根
拠
と
し
て
、

自
存
自
衛
」
の
語
が
用
い
ら
れ
た
。
上
述
の
「
対
仏

印
、
泰
施
策
要
綱
」
も
そ
う
で
あ
っ
た
が
、
一
九
四
一
年
四
月
一
七
日
の
「
対
南
方
施
策
要
綱
」
陸
海
軍
案22

）で
は
、

大
東
亜
共
栄
圏
建
設

の
途
上
に
於
て
、
帝
国
の
当
面
す
る
対
南
方
施
策
の
目
的
は
、
帝
国
の
自
存
自
衛
の
為
、
速
や
か
に
総
合
国
防
力
を
拡
充
す
る
に
在
り
」
と

し
て
「
自
存
自
衛
」
が
対
南
方
施
策
の
目
的
と
し
て
表
明
さ
れ
た
。
さ
ら
に
続
け
て
、

…
下
記
事
態
発
生
し
之
か
打
開
の
方
策
な
き
に
於

て
は
、
帝
国
は
自
存
自
衛
の
為
武
力
を
行
使
す
」
と
さ
れ
、
具
体
的
に
そ
の
よ
う
な
事
態
と
し
て
「
英
、
米
、
蘭
等
の
対
日
禁
輸
に
よ
り
、

帝
国
の
自
存
を
脅
威
せ
ら
れ
た
る
場
合
」
と
「
米
国
か
単
独
若
く
は
英
、
蘭
支
等
と
共
同
し
帝
国
に
対
す
る
包
囲
体
制
を
逐
次
加
重
し
、
帝

国
国
防
上
忍
ひ
得
さ
る
に
至
り
た
る
場
合
」
を
挙
げ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、

自
存
自
衛
」
は
、
将
来
な
し
う
る
武
力
行
使
を
正
当
化
す

る
た
め
に
も
使
用
さ
れ
た23

）。

（
二
）

自
存
自
衛
」
と
自
衛
権

国
内
の
政
策
決
定
文
書
や
軍
部
で
使
わ
れ
始
め
た
「
自
存
自
衛
」
は
、
後
に
太
平
洋
戦
争
の
戦
争
目
的
の
一
つ
と
さ
れ
た
が
、
こ
の
用
語

は
、
国
際
法
上
の
自
衛
権
と
互
換
的
に
用
い
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
結
論
か
ら
述
べ
る
と
、

自
存
自
衛
」
は
、
用
語
と
し
て
は
自

衛
権
と
は
区
別
さ
れ
て
い
た
。

一
九
四
一
年
一
〇
月
一
三
日
天
皇
が
木
戸
内
大
臣
に
詔
書
案
作
成
を
指
示
し24

）、
そ
の
後
、
陸
海
軍
省
部
で
「
対
米
英
蘭
戦
名
目
骨
子
案
」

が
研
究
さ
れ
、
外
務
省
の
複
数
の
局
で
戦
争
目
的
、
大
義
名
分
、
開
戦
名
目
な
ど
が
作
成
さ
れ
た
。
こ
の
う
ち
、
当
時
外
務
省
に
置
か
れ
て

い
た
六
つ
の
局
の
う
ち
の
一
つ
で
あ
っ
た
南
洋
局25

）に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
た
一
一
月
一
九
日
「
南
方
戦
争
の
性
格
、
戦
争
目
的
に
関
す
る
一
意

見26
）」

に
は
、

自
存
自
衛
」
と
「
自
衛
権
」
の
違
い
に
つ
い
て
の
言
及
が
見
ら
れ
る
。
本
文
書
に
は
、

南
洋
局
」
と
の
印
字
が
あ
り
、
省
内

で
検
討
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
審
議
過
程
は
不
明
で
あ
る
も
の
の
、
外
務
省
条
約
局
が
起
草
し
一
一
月
二
七
日
に
大
本
営
政
府
連
絡
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会
議
に
提
出
さ
れ
た
「
詔
書
」
案
の
中
で
は
、

自
存
自
衛
」
が
使
用
さ
れ
た27

）。
以
下
で
は
上
記
の
南
洋
局
の
文
書
を
検
討
す
る
。

南
方
戦
争
が
起
こ
っ
た
場
合
に
宣
言
す
べ
き
戦
争
目
的
に
つ
い
て
、
最
初
に
「
帝
国
生
存
権
（R

ig
h
t o

f ex
isten

ce

）
の
擁
護
｜
自
存

自
衛
（S

elf-p
reserv

a
tio
n

）
の
必
要
上
実
力
に
依
る
敵
性
国
家
の
包
囲
陣
突
破
」
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
注
に
お
い
て
、

自

衛
権
」
を
戦
争
の
根
拠
と
す
べ
き
で
な
い
理
由
と
し
て
、

所
謂
『
自
衛
権
』

R
ig
h
t o

f self-d
efen

se

）
を
根
拠
と
す
る
こ
と
は
余
り
に

突
発
的
、
小
乗
的
な
る
感
を
与
へ
南
方
戦
の
如
き
深
淵
広
大
な
る
意
義
を
有
す
る
大
戦
争
に
付
て
は
適
当
な
ら
ず
殊
に
此
の
用
語
は
満
州
事

変
以
来
使
ひ
古
さ
れ
た
る
観
あ
り28

）」
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、

生
存
権
」
や
「
自
存
自
衛
」
は
、

自
衛
権
」
と
用
語
と
し
て
区
別

さ
れ
、
選
択
さ
れ
た
こ
と
が
分
か
る
。

た
だ
し
、
本
文
書
に
お
い
て
は
、

自
存
自
衛
」
や
「
自
衛
権
」
の
内
容
に
つ
い
て
、
詳
述
さ
れ
て
い
な
い
。

自
衛
権
」
が
「
満
州
事
変

以
来
使
ひ
古
さ
れ
」、

突
発
的
、
小
乗
的
な
る
感
を
与
」
え
る
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

生
存
権
」
や
「
自
存
自
衛
」
は
使
い
古
さ
れ

て
お
ら
ず
、
突
発
的
、
小
乗
的
な
印
象
を
与
え
な
い
と
み
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
も
の
の
、
そ
れ
ら
の
概
念
の
詳
細
は
こ
こ

か
ら
は
明
確
で
は
な
い
。
た
だ
、

自
存
自
衛
」
は
、
伝
統
的
に
国
際
法
上
の
自
己
保
存
を
表
す
語
で
あ
っ
た“self-p

reserv
a
tio
n
”

と
言

い
換
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
自
己
保
存
と
も
同
視
し
う
る
ほ
ど
に
広
い
概
念
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
た
と
考
え
う
る29

）。

以
上
の
よ
う
に
、
日
本
に
お
い
て
は
、
国
内
で
の
戦
争
目
的
の
検
討
で
「
自
存
自
衛
」
と
い
う
用
語
を
選
択
し
使
用
し
て
い
た
。
し
か
し
、

と
り
わ
け
ア
メ
リ
カ
に
対
す
る
説
明
に
お
い
て
は
、

自
衛
」
や
「
自
衛
権
」
と
い
う
用
語
が
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
一
九
四
一

年
春
か
ら
開
戦
ま
で
の
日
米
交
渉30

）に
お
け
る
説
明
で
も
、

自
衛
」、

自
衛
権
」
と
い
う
用
語
に
て
自
国
の
現
在
お
よ
び
将
来
の
行
動
が
説

明
さ
れ
る
こ
と
が
一
般
的
で
あ
っ
た31

）。
こ
の
こ
と
は
、

世
界
新
秩
序
」
の
新
た
な
法
秩
序
の
下
で
の
正
当
化
は
別
と
し
て32

）、
少
な
く
と
も

伝
統
的
国
際
法
上
は
、
戦
争
や
武
力
行
使
を
含
む
当
時
の
日
本
の
行
動
を
正
当
化
す
る
の
は
、

生
存
権
」
や
「
自
己
保
存
」
で
は
な
く
、

自
衛
権
」
で
あ
っ
た
と
い
う
日
本
政
府
の
認
識
を
示
し
て
い
る
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
で
は
、
日
本
が
主
張
し
た
「
自
衛
」
あ
る
い
は
「
自
衛
権
」
は
、
ど
の
よ
う
な
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
結
論
か
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ら
述
べ
る
と
、
同
じ
時
期
の
同
じ
行
動
を
説
明
し
よ
う
と
し
て
い
た
た
め
に
当
然
と
も
言
え
る
が
、
日
本
が
主
張
し
た
「
自
衛
権
」
と
「
自

存
自
衛
」
の
内
容
に
は
ほ
と
ん
ど
相
違
が
な
い
ば
か
り
か
、

自
衛
権
」
は
「
自
存
自
衛
」
の
内
容
と
さ
れ
た
も
の
と
ほ
ぼ
一
致
す
る
。

一
九
四
一
年
一
一
月
一
〇
日
、
東
郷
外
相
は
ア
メ
リ
カ
の
日
本
資
産
凍
結
が
日
本
へ
の
多
く
の
重
要
な
原
料
供
給
を
止
め
た
と
し
、

こ

の
よ
う
な
性
格
の
経
済
的
圧
力
は
、
直
接
の
武
力
行
使
よ
り
も
は
る
か
に
国
家
の
生
存
を
脅
か
し
う
る
。
ア
メ
リ
カ
政
府
は
、
こ
の
よ
う
な

性
格
の
状
況
を
考
慮
に
入
れ
、
も
し
も
継
続
的
な
圧
力
に
さ
ら
さ
れ
れ
ば
、
日
本
人
は
、
自
衛
の
措
置
に
訴
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
最
終

的
に
は
断
固
と
し
て
（reso

lu
tely

）
感
じ
さ
え
し
う
る
と
い
う
こ
と
に
気
づ
い
て
欲
し
い33

）」
と
述
べ
た
。
東
郷
が
交
渉
に
あ
た
っ
て
い
た

一
九
四
一
年
一
一
月
一
〇
日
の
時
点
で
は
、
既
に
南
部
仏
印
に
進
駐
し
て
い
る
こ
と
か
ら
こ
こ
で
の
自
衛
の
措
置
は
南
進
で
は
な
い
。
ま
た
、

こ
の
発
言
が
な
さ
れ
た
時
期
が
太
平
洋
戦
争
開
戦
の
直
前
で
あ
り
、
御
前
会
議
に
お
い
て
米
国
と
の
交
渉
期
限
が
一
一
月
末
ま
で
と
さ
れ
、

交
渉
が
決
裂
し
た
場
合
に
は
米
英
と
開
戦
す
る
こ
と
が
合
意
さ
れ
た
こ
と
を
考
慮
す
る
と
、
こ
の
自
衛
の
措
置
と
は
、
戦
争
や
武
力
の
行
使

を
示
唆
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
経
済
的
圧
力
に
対
し
て
、
戦
争
や
武
力
に
訴
え
る
こ
と
が
自
衛
の
措
置
と
し
て
説
明
さ

れ
た
。
こ
の
内
容
は
、
上
述
し
た
「
自
存
自
衛
」
の
二
つ
の
内
容
の
う
ち
、
②
「
将
来
な
し
う
る
武
力
行
使
を
正
当
化
す
る
」
と
い
う
内
容

と
一
致
す
る
。

さ
ら
に
、
南
部
仏
印
進
駐
に
つ
い
て
の
批
判
に
反
駁
す
る
中
で
、
自
国
の
行
動
は
自
衛
権
の
行
使
で
あ
っ
た
と
説
明
し
た
。
一
九
四
一
年

七
月
、
日
本
は
フ
ラ
ン
ス
（
ヴ
ィ
シ
ー
）
政
府
と
共
同
防
衛
協
定
を
締
結
し
、
こ
の
協
定
に
基
づ
き
南
部
仏
印
進
駐
を
開
始
し
た
。
イ
ン
ド

シ
ナ
に
お
け
る
措
置
に
つ
い
て
、
日
本
政
府
は
、
太
平
洋
の
平
和
（th

e p
ea
ce o

f th
e P

a
cific

）
に
対
す
る
全
て
の
脅
威
を
除
き
、
日
本

に
対
す
る
重
要
資
源
を
公
平
に
供
給
す
る
こ
と
を
確
保
す
る
こ
と
を
意
図
し
た
も
の
で
あ
り
、
日
本
政
府
が
取
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考

え
た
自
衛
の
措
置
で
あ
っ
た
と
し
た34

）。
ま
た
、
米
を
始
め
と
し
た
食
料
、
材
料
、
産
物
な
ど
の
供
給
を
確
保
す
る
た
め
の
自
衛
の
措
置
で
あ

る
と
も
説
明
さ
れ
た35

）。
こ
れ
は
、
上
述
の
「
自
存
自
衛
」
の
二
つ
の
内
容
の
う
ち
、
①
「
重
要
資
源
を
確
保
す
る
た
め
の
自
給
体
制
を
南
進

に
よ
り
確
立
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
日
本
の
生
存
を
維
持
す
る
」
と
い
う
内
容
と
一
致
す
る
。
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以
下
で
は
、
よ
り
詳
細
に
、
日
本
が
主
張
し
た
自
衛
権
の
先
行
行
為
、
正
当
化
さ
れ
る
行
為
、
保
護
法
益
、
地
理
的
範
囲
の
順
に
検
討
し

て
い
く
。
ま
ず
、
自
衛
権
の
先
行
行
為
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
と
り
わ
け
一
九
四
一
年
七
月
の
南
部
仏
印
進
駐
後
、
禁
輸
や
資
産
凍
結
と

い
っ
た
形
で
各
国
の
経
済
圧
迫
が
強
ま
っ
て
い
く
中
で
、
日
本
が
、
現
在
あ
る
い
は
将
来
の
行
動
を
と
ら
ざ
る
を
得
な
い
原
因
と
し
て
頻
繁

に
挙
げ
て
い
た
の
は
、
経
済
断
交
で
あ
っ
た36

）。
こ
の
よ
う
な
経
済
圧
力
が
違
法
だ
と
み
な
し
て
い
た
の
か
は
、
自
衛
権
は
先
行
違
法
行
為
を

前
提
と
す
る
概
念
だ
と
捉
え
ら
れ
て
い
た
の
か
否
か
と
関
連
し
て
重
要
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
東
郷
は
、
経
済
圧
迫
が
「
直
接
の
武

力
行
使
よ
り
も
は
る
か
に
国
家
の
生
存
を
脅
か
し
う
る
」
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
一
九
四
一
年
一
二
月
九
日
に
発
表
さ
れ
た
政
府
声
明
に
お

い
て
も
、

凡
そ
交
戦
関
係
に
在
ら
ざ
る
国
家
間
に
お
け
る
経
済
断
交
は
武
力
に
依
る
挑
発
に
比
す
べ
き
敵
対
行
為37

）」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

ま
た
、
戦
後
の
も
の
で
は
あ
る
が
、
一
九
四
六
年
に
外
務
省
お
よ
び
第
一
復
員
省
、
第
二
復
員
省
が
共
同
編
纂
し
た
文
書
に
は
、

経
済
断

交
は
武
力
行
為
を
伴
わ
な
い
宣
戦
布
告
と
同
様38

）」
と
記
さ
れ
て
い
る39

）。
こ
の
よ
う
に
、
経
済
圧
迫
の
違
法
性
が
主
張
さ
れ
、
自
衛
権
は
先
行

違
法
行
為
を
前
提
と
す
る
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
が
、
以
上
の
資
料
の
み
か
ら
は
こ
の
点
は
明
ら
か
で
あ
る
と
は
言
え
な

い
。
し
か
し
、
南
部
仏
印
進
駐
は
、
先
行
違
法
行
為
が
存
在
し
な
い
こ
と
が
自
明
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
重
要
資
源
を
公
平
に
供
給
す
る

こ
と
を
確
保
す
る
た
め
の
自
衛
権
行
使
で
あ
る
と
主
張
さ
れ
て
お
り
、
自
衛
権
が
必
ず
先
行
違
法
行
為
を
必
要
と
す
る
と
は
捉
え
ら
れ
て
い

な
か
っ
た
と
考
え
う
る
。

次
に
、
正
当
化
さ
れ
る
行
為
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
戦
争
や
武
力
行
使
と
い
っ
た
、
本
来
違
法
な
行
為
の
正
当
化
の
た
め
に
も
自
衛
権
は

援
用
さ
れ
た
。
し
か
し
、
南
部
仏
印
進
駐
の
よ
う
に
、
日
本
の
主
張
で
は
議
定
書
に
基
づ
く
「
合
法
的
」
な
行
為
も
ま
た
自
衛
権
に
よ
っ
て

正
当
化
し
う
る
行
為
と
し
て
説
明
さ
れ
て
い
た
。

さ
ら
に
、
自
衛
権
の
保
護
法
益
と
し
て
は
、
自
国
の
「
生
存
」

存
立
」
が
主
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
た
が
、
そ
れ
に
と
ど
ま
ら
な
い
。

南
部
仏
印
進
駐
に
際
し
て
は
、

太
平
洋
の
平
和
」
に
対
す
る
脅
威
も
除
く
と
さ
れ
て
い
た40

）。
さ
ら
に
、
外
務
省
が
一
一
月
二
八
日
に
作
成

し
た
「
政
府
声
明
案41

）」
に
お
い
て
、

帝
国
は
帝
国
の
存
立
及
東
亜
の
自
主
独
立
に
対
す
る
英
米
勢
力
の
東
亜
に
於
け
る
脅
威
の
根
源
を
排
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除
す
る
の
自
衛
手
段
を
執
る
の
止
む
を
得
さ
る
に
至
り
た
り42

）」
と
い
う
よ
う
に
、

帝
国
の
存
立
」
に
加
え
、

東
亜
の
自
主
独
立
」
へ
の
脅

威
を
排
除
す
る
た
め
の
「
自
衛
措
置
」
を
と
る
と
さ
れ
た
。

最
後
に
、
自
衛
権
を
行
使
し
う
る
地
理
的
範
囲
を
検
討
す
る
。
ア
メ
リ
カ
の
経
済
的
圧
力
に
対
し
て
「
直
接
の
武
力
行
使
よ
り
も
は
る
か

に
国
家
の
生
存
を
脅
か
し
う
る
」
と
し
て
ア
メ
リ
カ
に
対
し
て
自
衛
権
行
使
の
可
能
性
を
示
唆
し
た
こ
と
か
ら
、
自
国
の
生
存
を
脅
か
す
国

家
に
対
し
て
自
衛
権
に
基
づ
き
武
力
行
使
し
う
る
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
し
か
し
、
そ
れ
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
南
部
仏
印
進
駐
は
、

重
要
資
源
や
食
料
を
確
保
す
る
た
め
の
自
衛
の
措
置
と
説
明
さ
れ
た
が
、
南
進
の
究
極
の
目
的
は
「
大
東
亜
共
栄
圏
」
を
建
設
し
自
給
自
足

体
制
を
構
築
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
う
す
る
と
、
進
駐
と
い
っ
た
、
日
本
の
主
張
で
は
自
衛
の
措
置
と
さ
れ
る
も
の
は
、

大
東
亜
共
栄

圏
」
内
で
は
許
さ
れ
る
が
、

大
東
亜
共
栄
圏
」
を
超
え
た
場
所
が
想
定
さ
れ
て
い
た
と
は
考
え
難
い
。

以
上
の
よ
う
に
、
先
行
違
法
行
為
が
存
在
し
な
い
場
合
に
も
、
ま
た
、
合
法
な
行
為
を
正
当
化
す
る
た
め
に
も
自
衛
権
が
援
用
さ
れ
て
い

た
。

大
東
亜
共
栄
圏
」
と
い
う
地
理
的
限
定
は
あ
る
も
の
の
、
日
本
が
主
張
し
た
自
衛
権
は
、
伝
統
的
に
自
己
保
存
権
に
よ
っ
て
正
当
化

さ
れ
て
い
た
行
為
を
含
む
よ
う
な
広
い
概
念
で
あ
っ
た
。
と
は
言
え
、
日
本
政
府
が
「
自
存
自
衛
」
と
「
自
衛
権
」
と
を
用
語
と
し
て
区
別

し
て
い
た
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
上
で
、
従
来
の
国
際
法
上
、
日
本
の
行
動
を
正
当
化
し
う
る
の
は
「
自
存
自
衛
」
や
「
自
己
保
存
権
」
で
は

な
く
、

自
衛
権
」
だ
と
捉
え
て
い
た
と
い
う
点
は
、
改
め
て
強
調
し
て
お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。

（
三
）

ア
メ
リ
カ
の
評
価

以
上
の
よ
う
な
日
本
の
自
衛
権
の
主
張
に
対
し
て
、
ア
メ
リ
カ
は
ど
の
よ
う
な
評
価
を
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
ア
メ
リ
カ
は
、
日
米

交
渉43

）が
進
む
に
つ
れ
て
日
本
軍
の
撤
兵
を
要
求
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
が
、
日
本
の
駐
兵
に
対
す
る
態
度
の
中
に
も
、
ア
メ
リ
カ
の
自

衛
権
解
釈
を
示
唆
す
る
も
の
が
見
ら
れ
る
。
ハ
ル
と
会
談
を
行
っ
た
野
村
駐
米
大
使
は
、
一
九
四
一
年
五
月
の
会
談
に
つ
い
て
、

此
の
頃
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は
初
め
の
間
は
米
国
政
府
に
於
て
も
用
語
次
第
に
て
、
例
へ
ば
生
命
財
産
の
保
護
と
か
、
或
は
自
衛
権
と
い
ふ
や
う
な
点
で
必
ず
し
も
或
る

地
点
の
駐
兵
に
は
反
対
せ
ざ
る
が
如
く
見
え
た44

）」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
記
述
は
、
ア
メ
リ
カ
は
当
初
、
生
命
財
産
保
護
、
自
衛
権
の
た
め

の
駐
兵
に
は
寛
容
な
姿
勢
を
見
せ
て
い
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
。
し
か
し
、
こ
の
会
談
日
の
ア
メ
リ
カ
の
記
録
に
は
、
自
衛
権
と
い
う
用

語
が
出
て
い
な
い
ば
か
り
か
日
本
の
駐
兵
に
対
す
る
態
度
に
つ
い
て
詳
述
さ
れ
て
い
な
い
た
め45

）、
ア
メ
リ
カ
の
立
場
の
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。

日
本
の
自
衛
権
の
主
張
に
対
す
る
ア
メ
リ
カ
の
態
度
が
硬
化
し
、
明
確
な
形
で
日
本
を
非
難
し
始
め
る
の
は
、
七
月
に
日
本
が
南
部
仏
印

に
進
駐
し
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
は
、
日
本
の
仏
印
進
駐
に
つ
い
て
、
武
力
お
よ
び
征
服
と
い
う
政
策
、
武
力
お
よ
び
そ
の
脅

威
に
よ
る
拡
張
と
い
う
目
的
を
遂
行
す
る
も
の
だ
と
み
な
す
と
批
判
し
た
。
そ
し
て
、
日
本
が
自
衛
の
措
置
と
し
て
イ
ン
ド
シ
ナ
を
占
領
し

た
り
そ
の
地
域
に
基
地
を
建
設
し
た
り
す
る
正
当
な
根
拠
は
な
く
、
米
英
蘭
が
イ
ン
ド
シ
ナ
に
対
す
る
領
域
的
野
心
を
持
っ
て
る
、
あ
る
い

は
日
本
へ
の
脅
威
と
み
な
さ
れ
る
よ
う
な
動
き
を
計
画
し
て
い
る
と
信
じ
る
根
拠
も
な
い
と
し46

）、
日
本
の
南
部
仏
印
進
駐
が
自
衛
権
の
行
使

と
し
て
の
根
拠
を
欠
く
こ
と
を
示
唆
し
た
。
こ
の
こ
と
は
、
裏
を
返
せ
ば
、
米
英
蘭
が
日
本
へ
の
脅
威
と
み
な
さ
れ
る
よ
う
な
動
き
を
計
画

し
て
い
る
こ
と
の
み
な
ら
ず
米
英
蘭
が
イ
ン
ド
シ
ナ
に
対
す
る
領
域
的
野
心
を
持
っ
て
い
る
こ
と
も
、
自
衛
権
行
使
の
根
拠
と
し
う
る
と
捉

え
て
い
る
よ
う
に
も
解
す
こ
と
が
で
き
、
権
益
侵
害
や
そ
の
恐
れ
に
対
し
て
も
自
衛
権
を
行
使
し
う
る
と
ア
メ
リ
カ
が
捉
え
て
い
る
こ
と
を

強
く
示
唆
す
る
も
の
で
あ
り
、
次
の
主
張
も
こ
れ
を
補
強
す
る
。

ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
は
、
八
月
一
七
日
、
南
部
仏
印
進
駐
に
続
き
武
力
や
そ
の
脅
威
に
よ
る
近
隣
諸
国
に
対
す
る
軍
事
制
圧
の
政
策
や
計
画

を
遂
行
す
る
た
め
の
こ
れ
以
上
の
行
動
を
日
本
が
と
る
な
ら
ば
、
ア
メ
リ
カ
政
府
は
、
自
国
や
自
国
民
の
正
当
な
権
益
を
守
る
た
め
、
ま
た

自
国
の
安
全
や
安
全
保
障
を
確
保
す
る
た
め
、
必
要
だ
と
考
え
ら
れ
る
全
て
の
措
置
を
直
ち
に
と
ら
ざ
る
を
え
な
い
で
あ
ろ
う
と
述
べ
た47

）。

こ
こ
で
言
及
さ
れ
た
将
来
の
行
動
は
「
自
衛
権
」
と
し
て
説
明
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
こ
れ
に
先
立
つ
七
月
二
三
日
、
野

村
大
使
と
ウ
ェ
ー
ル
ズ
国
務
次
官
が
会
談
し
た
際
、
ウ
ェ
ー
ル
ズ
は
、
日
本
の
占
領
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
ア

メ
リ
カ
は
、
自
国
の
「
自
衛
の
準
備
に
照
ら
し
た
自
国
の
安
全
に
関
し
て
」、
日
本
が
南
太
平
洋
（S

o
u
th
 
S
ea
s

）
地
域
の
追
加
的
領
域
を
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奪
取
す
る
こ
と
を
通
し
て
、
そ
こ
へ
の
全
体
主
義
的
領
土
拡
張
と
占
領
と
い
う
政
策
を
進
め
る
前
の
最
後
の
ス
テ
ッ
プ
を
踏
ん
で
い
る
と
み

な
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
述
べ
た48

）。
以
上
の
発
言
か
ら
、
日
本
の
将
来
の
行
動
に
対
す
る
対
応
は
、
自
国
や
自
国
民
の
権
益
を
守
る
た
め

の
自
衛
の
措
置
で
あ
る
と
み
な
し
て
い
た
と
解
し
う
る
。

三

ア
メ
リ
カ

（
一
）
ア
メ
リ
カ
の
国
家
政
策

一
八
二
三
年
一
二
月
二
日
、
モ
ン
ロ
ー
大
統
領
は
年
次
教
書
に
お
い
て
、
後
の
米
国
外
交
に
多
大
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
に
な
る
外
交
方

針
を
発
表
し
た
。
こ
れ
は
、
翌
年
、
モ
ン
ロ
ー
・
ド
ク
ト
リ
ン
と
命
名
さ
れ
、
そ
れ
以
来
、
ア
メ
リ
カ
の
伝
統
的
な
国
家
政
策
と
な
っ
た
。

モ
ン
ロ
ー
・
ド
ク
ト
リ
ン
は
、
元
来
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
列
強
に
よ
る
米
州
諸
国
の
植
民
地
化
の
排
除
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
列
強
に
よ
る
米
州
諸
国
へ

の
不
干
渉
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
対
す
る
孤
立
政
策
を
唱
え
た
も
の
で
あ
っ
た
が49

）、
そ
の
性
質
や
法
的
位
置
づ
け
に
つ
い
て
は
様
々
な
議
論
が
あ

り
、
ま
た
そ
の
内
容
は
発
展
の
段
階
に
従
っ
て
変
遷
し
一
定
で
は
な
か
っ
た50

）。

第
二
次
世
界
大
戦
期
の
大
統
領
で
あ
っ
た
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
の
国
家
政
策
も
ま
た
、
モ
ン
ロ
ー
・
ド
ク
ト
リ
ン
の
伝
統
に
則
っ
た
も
の
で

あ
っ
た
。
し
か
し
、
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
政
権
に
よ
る
モ
ン
ロ
ー
・
ド
ク
ト
リ
ン
の
定
義
が
公
式
に
表
明
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
し
か
も
そ
の

解
釈
は
時
期
に
よ
り
異
な
っ
て
い
る51

）。
こ
の
う
ち
、
太
平
洋
戦
争
開
戦
直
前
の
時
期
の
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
の
国
家
政
策
は
、
一
九
四
一
年
五

月
二
七
日
の
炉
辺
談
話52

）に
端
的
に
表
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
ヒ
ト
ラ
ー
に
よ
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
征
服
を
抑
え
な
け
れ
ば
そ
れ
が
西
半
球

に
及
ぶ
た
め
、
ア
メ
リ
カ
の
防
衛
の
た
め
に
必
要
な
措
置
を
採
る
必
要
が
あ
る
と
さ
れ
、
そ
の
上
で
次
の
よ
う
な
政
策
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
。

第
一
に
、
ナ
チ
ス
が
西
半
球
に
支
配
を
広
め
る
こ
と
あ
る
い
は
西
半
球
を
脅
か
す
ヒ
ト
ラ
ー
の
全
て
の
試
み
に
、
必
要
な
い
か
な
る
場
所
で
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も
、
自
分
た
ち
の
全
て
の
資
源
を
も
っ
て
、
積
極
的
に
対
抗
す
る
。
第
二
に
、
イ
ギ
リ
ス
お
よ
び
イ
ギ
リ
ス
と
と
も
に
武
力
で
ヒ
ト
ラ
ー
主

義
や
そ
れ
と
同
等
の
も
の
と
対
抗
し
て
い
る
全
て
の
も
の
に
対
し
て
、
あ
ら
ゆ
る
可
能
な
支
援
を
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
は
、
ヒ
ト
ラ
ー
に
よ
り
も
た
ら
さ
れ
る
西
半
球
の
危
機
を
強
調
し
、
ヒ
ト
ラ
ー
に
対
抗
す
る
こ
と
を
大

き
な
目
標
と
し
て
掲
げ
た
。
こ
の
た
め
に
自
国
が
全
力
を
注
ぐ
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
イ
ギ
リ
ス
を
中
心
と
し
た
ヒ
ト
ラ
ー
に
対
抗
す

る
国
家
に
対
す
る
支
援
も
表
明
し
た
。

（
二
）
国
家
政
策
と
自
衛
権

当
時
ア
メ
リ
カ
が
観
念
し
て
い
た
自
衛
権
概
念
は
、
結
論
か
ら
述
べ
る
と
、
上
に
述
べ
た
国
家
政
策
を
実
現
す
る
た
め
、
極
め
て
広
い
行

動
の
自
由
を
許
す
も
の
で
あ
っ
た
。
モ
ン
ロ
ー
・
ド
ク
ト
リ
ン
と
国
際
法
と
の
関
係
に
つ
い
て
述
べ
る
と
、
モ
ン
ロ
ー
・
ド
ク
ト
リ
ン
を
国

際
法
上
の
原
則
と
み
な
す
か
否
か
と
い
う
こ
と
は
、
伝
統
的
に
激
し
い
論
争
の
対
象
と
な
っ
て
い
た
。
さ
ら
に
、
モ
ン
ロ
ー
・
ド
ク
ト
リ
ン

が
国
際
法
の
原
則
で
あ
る
と
し
て
、
国
際
法
上
の
根
拠
は
何
か
｜
自
衛
権
な
の
か
自
己
保
存
権
な
の
か
｜
が
問
題
と
さ
れ
て
い
た53

）。
こ
の
点

に
関
し
て
は
、
太
平
洋
戦
争
開
戦
直
前
の
一
九
四
〇
年
に
は
、
ハ
ル
国
務
長
官
に
よ
っ
て
モ
ン
ロ
ー
・
ド
ク
ト
リ
ン
は
自
衛
の
政
策
で
あ
る

こ
と
が
宣
言
さ
れ
て
い
た54

）。
ハ
ル
は
、
モ
ン
ロ
ー
・
ド
ク
ト
リ
ン
を
自
衛
の
「
政
策
」
と
述
べ
て
お
り
、
こ
の
宣
言
の
み
か
ら
は
、
モ
ン

ロ
ー
・
ド
ク
ト
リ
ン
の
根
拠
を
「
国
際
法
上
の
自
衛
権
」
と
み
な
し
て
い
た
と
断
言
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
少
な
く
と
も
対
外
的
に
は55

）、

当
該
政
策
の
遂
行
を
「
自
衛
権
」
の
行
使
と
し
て
説
明
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
強
調
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ア
メ
リ
カ
政
府
は
、
ナ
チ

ス
ド
イ
ツ
に
対
す
る
態
度
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
自
衛
権
に
基
づ
く
こ
と
を
度
々
明
言
し
て
い
た56

）。
こ
の
こ
と
は
、
当
時
の
ア
メ
リ
カ
の
国
家

政
策
に
基
づ
く
措
置
は
、
国
際
法
上
の
「
自
衛
権
」
の
行
使
で
あ
る
と
ア
メ
リ
カ
が
捉
え
て
い
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

そ
れ
で
は
、
自
衛
権
の
先
行
行
為
、
正
当
化
さ
れ
る
行
為
、
保
護
法
益
、
地
理
的
範
囲
を
ア
メ
リ
カ
は
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
い
た
の
で
あ
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ろ
う
か
。
ま
ず
は
、
地
理
的
範
囲
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
日
米
交
渉
に
お
い
て
、
日
本
大
使
は
国
務
長
官
に
、
ア
メ
リ
カ
政
府
の
自
衛
の
解

釈
の
下
で
ア
メ
リ
カ
は
自
国
領
土
が
攻
撃
さ
れ
て
い
な
い
場
合
で
も
欧
州
戦
争
に
参
戦
す
る
と
い
う
こ
と
か
尋
ね
た
。
そ
の
回
答
と
し
て
、

ア
メ
リ
カ
は
ド
イ
ツ
を
念
頭
に
置
き
、
自
国
領
土
が
攻
撃
さ
れ
て
い
な
く
て
も
、

侵
略
国
が
他
国
を
侵
略
中
に
無
制
限
の
征
服
と
い
う
目

的
を
明
ら
か
に
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
他
国
は
自
己
防
衛
（self-p

ro
tectio

n

）
と
自
衛
の
適
切
な
措
置
を
と
る
必
要
が
あ
る57

）」
と
主
張
し
た
。

こ
の
よ
う
に
、
ア
メ
リ
カ
の
解
釈
に
お
い
て
自
衛
権
は
、
自
国
領
土
が
攻
撃
さ
れ
た
場
合
に
自
国
を
防
衛
す
る
権
利
に
と
ど
ま
ら
な
か
っ
た
。

も
っ
と
も
、
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
の
国
家
政
策
が
モ
ン
ロ
ー
・
ド
ク
ト
リ
ン
に
基
づ
く
以
上
、
許
容
さ
れ
る
行
動
範
囲
は
西
半
球
を
限
界
と
す

る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
当
時
、
大
統
領
も
国
務
長
官
も
、
侵
略
者
の
軍
隊
が
西
半
球
の
境
界
線
を
越
え
る
の
を
待
っ
て
い
て
は

遅
す
ぎ
る
こ
と
を
繰
り
返
し
強
調
し
て
い
た58

）。
ハ
ル
国
務
長
官
は
一
九
四
一
年
四
月
二
四
日
の
ア
メ
リ
カ
国
際
法
学
会
で
の
演
説
で
、

西

半
球
お
よ
び
我
が
国
の
安
全
保
障
は
、
対
抗
が
最
も
効
果
的
な
い
か
な
る
場
所
で
も
対
抗
す
る
こ
と
を
要
請
し
て
い
る59

）」
と
主
張
し
た
。
ま

た
、
上
述
の
炉
辺
談
話
で
表
さ
れ
た
国
家
政
策
の
中
で
は
、
ヒ
ト
ラ
ー
の
試
み
に
対
し
て
、
必
要
な
い
か
な
る
場
所
に
お
い
て
も
（w

h
er-

ev
er n

ecessa
ry

）
対
抗
す
る60

）と
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
自
衛
権
を
行
使
し
う
る
地
理
的
範
囲
は
自
国
領
土
や
西
半
球
に
限
ら
な
い
と
み

な
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る61

）。

そ
れ
で
は
、
自
衛
権
の
保
護
法
益
に
つ
い
て
、
ア
メ
リ
カ
は
ど
の
よ
う
な
見
解
を
持
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
ア
メ
リ
カ
は
、
自
国
の
措

置
は
、
他
国
の
防
衛
で
は
な
く
、
自
国
の
安
全
を
守
る62

）も
の
と
度
々
主
張
し
て
い
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
自
衛
権
の
保
護
法
益
と
し
て
、
主

と
し
て
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
安
全
を
想
定
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
し
か
し
、
そ
れ
に
と
ど
ま
ら
ず
、
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
は
、
一
九
四
一

年
一
月
二
一
日
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
、
ア
フ
リ
カ
、
ア
ジ
ア
に
お
け
る
戦
闘
は
、
一
つ
の
世
界
的
紛
争
の
一
部
に
過
ぎ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、

我
々
の
利
益
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
も
極
東
で
も
脅
威
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
認
識
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
我
々
は
、
我
々
の
生

活
様
式
、
死
活
的
国
家
利
益
が
深
刻
に
危
険
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
い
か
な
る
場
所
に
お
い
て
も
そ
れ
ら
を
守
る
任
務
に
従
事
し
て
い
る
。
わ

れ
わ
れ
の
自
衛
の
戦
略
は
、
我
々
の
総
合
的
安
全
保
障
に
貢
献
す
る
た
め
、
全
て
の
戦
線
（fro

n
t

）
を
考
慮
に
い
れ
、
全
て
の
機
会
を
利
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用
す
る
よ
う
な
、
世
界
的
戦
略
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い63

）」
と
述
べ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
自
衛
と
し
て
、
生
活
様
式
、
死
活
的
国
家
利
益
も
守

り
う
る
と
明
言
さ
れ
て
い
る64

）。
さ
ら
に
、
一
九
四
一
年
五
月
七
日
の
野
村
大
使
と
国
務
長
官
の
非
公
式
会
談
に
お
い
て
、
ア
メ
リ
カ
政
府
は

自
衛
の
必
要
性
の
た
め
だ
け
に
、
そ
し
て
自
国
の
権
益
お
よ
び
自
国
民
の
権
益
を
守
る
た
め
だ
け
に
行
動
し
て
い
る
と
主
張
さ
れ
た65

）。
も
ち

ろ
ん
、
こ
の
発
言
の
み
か
ら
は
、
自
国
の
権
益
お
よ
び
自
国
民
の
権
益
も
自
衛
権
の
保
護
法
益
に
含
め
て
い
る
と
は
明
言
で
き
な
い
。
し
か

し
、
上
記
二
（
三
）
で
挙
げ
た
発
言
も
総
合
す
る
と
、
自
国
や
自
国
民
の
権
益
も
自
衛
権
の
保
護
法
益
と
み
な
し
て
い
た
と
解
し
う
る
。

次
に
、
先
行
行
為
で
あ
る
が
、
ヒ
ト
ラ
ー
の
侵
攻
が
既
に
開
始
し
た
後
で
あ
る
た
め
に
当
然
で
あ
る
と
も
言
え
る
が
、
ヒ
ト
ラ
ー
の
「
武

力
に
よ
る
世
界
征
服
の
動
き
」
や
「
侵
略
行
為
」
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
て
い
た66

）。
こ
れ
は
、
自
国
領
土
に
対
す
る
攻
撃
や
そ
の
恐
れ
に
限
定
さ

れ
る
も
の
で
は
な
い
。
上
述
の
通
り
、
自
国
の
「
生
活
様
式
」、

死
活
的
国
家
利
益
」、

権
益
」
を
危
険
に
さ
ら
す
行
為
が
、
自
衛
権
の
行

使
を
正
当
化
す
る
と
み
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

自
衛
の
た
め
に
正
当
化
さ
れ
る
行
為
に
つ
い
て
は
、
侵
略
国
の
と
る
行
動
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
と
し67

）、
特
定
の
状
況
で
自
国
の
防
衛

（o
u
r p

ro
tectio

n

）
と
自
衛
の
た
め
に
必
要
だ
と
ア
メ
リ
カ
政
府
の
軍
当
局
が
考
え
る
も
の
に
よ
る
と
さ
れ
た68

）。
そ
の
措
置
の
中
に
は
、

世
界
規
模
の
征
服
の
動
き
や
武
力
に
よ
る
侵
略
に
対
抗
し
て
い
る
イ
ギ
リ
ス
や
そ
の
他
の
国
に
対
す
る
援
助
や69

）、
日
本
が
南
進
政
策
を
進
め

る
状
況
に
お
い
て
日
本
と
貿
易
を
停
止
す
る
こ
と
な
ど
必
ず
し
も
国
際
法
違
反
と
は
言
え
な
い
措
置
も
含
ま
れ
て
い
た70

）。
そ
し
て
、
自
衛
と

し
て
許
さ
れ
る
究
極
の
措
置
が
戦
争
（
当
時
想
定
さ
れ
て
い
た
の
は
主
と
し
て
対
独
参
戦
）
で
あ
る
と
捉
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の

よ
う
に
、
自
衛
の
措
置
と
し
て
は
、
状
況
に
応
じ
て
い
か
な
る
措
置
を
と
る
の
か
を
決
定
し
う
る
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
中
に
は
国
際

法
に
照
ら
し
て
合
法
な
も
の
か
ら
戦
争
に
至
る
ま
で
、
ヒ
ト
ラ
ー
に
対
抗
す
る
た
め
に
必
要
な
あ
ら
ゆ
る
措
置
が
含
ま
れ
て
い
た
と
言
え
る
。

以
上
か
ら
、
当
時
の
状
況
に
お
い
て
ア
メ
リ
カ
は
、
ヒ
ト
ラ
ー
の
侵
攻
に
対
抗
す
る
と
い
う
自
国
の
国
家
政
策
を
実
施
す
る
た
め
に
は
、

い
つ
で
も
、
自
国
領
土
や
西
半
球
と
い
う
地
理
的
限
界
を
超
え
て
も
、
い
か
な
る
措
置
を
も
取
り
え
た
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
ほ
ど
に

広
く
自
衛
権
を
解
し
て
い
た
と
言
え
る
。
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（
三
）
日
本
の
評
価

日
本
に
お
い
て
は
、
ア
メ
リ
カ
の
主
張
す
る
自
衛
権
が
、
本
来
国
際
法
で
認
め
ら
れ
る
範
囲
よ
り
も
広
い
こ
と
に
対
す
る
懸
念
が
度
々
表

明
さ
れ
て
い
た
。
日
米
交
渉
に
お
い
て
は
、
日
米
了
解
案
が
日
米
双
方
か
ら
複
数
回
出
さ
れ
た
が
、
当
初
交
渉
の
た
た
き
台
に
さ
れ
た
私
人

の
手
に
よ
る
日
米
了
解
案
（
一
九
四
一
年
四
月
）
に
お
い
て
、
ア
メ
リ
カ
の
欧
州
に
お
け
る
戦
争
へ
の
態
度
は
、

専
ら
自
国
の
福
祉
と
安

全
と
を
防
衛
す
る
の
考
慮
に
依
り
て
の
み
、
決
せ
ら
れ
る
へ
き71

）」
と
声
明
さ
れ
た
た
め
、
こ
の
一
文
に
つ
い
て
、
日
本
国
内
に
お
い
て
、
ア

メ
リ
カ
に
よ
る
自
衛
権
の
拡
大
解
釈
で
あ
り
、
ア
メ
リ
カ
が
欧
州
戦
争
へ
参
戦
す
る
機
会
を
増
や
す
も
の
と
懸
念
さ
れ
た72

）。
そ
こ
で
、
日
米

交
渉
に
お
い
て
日
本
は
ア
メ
リ
カ
の
自
衛
権
の
解
釈
を
追
及
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

こ
の
点
に
つ
い
て
、
当
時
日
米
了
解
案
作
成
の
日
本
側
主
任
者
で
あ
っ
た
岩
畔
大
佐
は
、

米
国
側
は
自
衛
権
の
広
義
解
釈
を
最
初
か
ら

堅
持
し
て
い
た
。
米
国
が
『
自
国
並
に
自
国
民
の
権
益
並
に
福
祉
』
を
侵
害
す
る
も
の
に
対
す
る
戦
争
を
自
衛
権
の
発
動
と
見
る
広
い
解
釈

は
戦
争
加
入
の
機
会
を
多
く
す
る
も
の
に
外
な
ら
な
い
…
自
己
の
戦
争
準
備
完
了
次
第
本
格
的
に
戦
争
に
加
入
し
得
る
様
に
と
、
自
衛
権
の

広
義
解
釈
を
採
用
し
た
の
は
明
ら
か
で
あ
る73

）」
と
述
べ
て
い
る
。

自
国
並
に
自
国
民
の
権
益
並
に
福
祉
」
侵
害
を
対
象
行
為
と
し
て
自
衛

権
を
行
使
す
る
こ
と
が
、

広
義
解
釈
」
と
さ
れ
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
れ
以
上
詳
し
い
説
明
は
見
ら
れ
な
い
。

一
九
四
一
年
一
一
月
一
〇
日
、
東
郷
外
相
は
、
ア
メ
リ
カ
政
府
が
、
当
時
、
自
衛
の
抗
弁
の
下
、
国
際
法
で
一
般
的
に
認
め
ら
れ
る
措
置

以
上
の
措
置
に
訴
え
よ
う
と
し
て
い
る
印
象
を
持
つ
旨
グ
ル
ー
在
日
米
大
使
に
伝
え
た
。
そ
し
て
、
自
衛
原
則
の
解
釈
を
自
由
に
し
過
ぎ
な

い
よ
う
日
本
が
ア
メ
リ
カ
に
要
請
す
る
こ
と
は
不
適
当
で
は
な
い
だ
ろ
う
と
述
べ
た74

）。
こ
の
こ
と
か
ら
、
東
郷
の
観
念
し
て
い
た
自
衛
権
概

念
は
、
ア
メ
リ
カ
の
も
の
よ
り
も
狭
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
も
の
の
、
東
郷
の
自
衛
権
の
捉
え
方
や
、
ア
メ
リ
カ
の
自
衛
権
が
ど
の
よ
う

に
広
い
と
認
識
し
て
い
る
か
を
示
す
内
容
を
こ
の
発
言
は
含
ん
で
い
な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
一
九
五
二
年
に
東
郷
が
記
し
た
手
記
に

お
い
て
言
及
さ
れ
て
い
る
。
本
手
記
は
、
敗
戦
後
に
戦
争
主
導
者
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
性
質
上
、
当
時
の
自
衛
権
の
捉

（83-３- ）579 313
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え
方
を
ど
の
程
度
正
確
に
反
映
し
て
い
る
の
か
定
か
で
は
な
い
も
の
の
、
当
時
の
日
本
政
府
関
係
者
の
自
衛
権
の
捉
え
方
に
つ
い
て
詳
し
く

言
及
さ
れ
て
い
る
数
少
な
い
資
料
で
あ
る
た
め
、
少
し
長
い
が
引
用
す
る
。

従
来
の
国
際
法
に
於
て
は
自
衛
は
自
国
領
域
が
攻
撃
せ
ら
れ
た
時
と
か
、
考
慮
を
許
さ
な
い
程
緊
迫
せ
る
際
と
か
の
定
義
が
諸
学
者
及

判
決
例
等
に
確
定
せ
ら
れ
て
居
た
の
で
あ
る
が
、
米
国
は
之
に
異
る
主
張
を
為
し
て
来
た
が
、
…
日
米
交
渉
中
に
於
て
も
先
方
は
米
国
の
利

益
が
侵
害
せ
ら
る
虞
が
あ
る
場
合
に
は
、
自
国
の
領
域
以
外
の
如
何
な
る
場
所
に
於
て
も
、
手
遅
れ
と
な
ら
ざ
る
時
期
に
於
て
対
抗
す
る
こ

と
が
米
国
の
自
衛
で
あ
る
と
述
べ
、
日
本
か
ら
度
々
注
意
し
た
の
で
あ
る
が
米
国
政
府
は
頑
と
し
て
自
説
を
固
執
し
た
。
外
交
に
は
相
手
が

あ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
自
衛
権
に
関
す
る
学
説
が
ど
う
あ
ら
う
と
相
手
国
が
斯
る
態
度
に
出
で
来
る
以
上
日
本
も
其
主
張
を
考
慮
に
加
へ
な

い
訳
に
行
か
な
い
。
蓋
し
国
際
法
は
実
質
的
に
は
如
斯
き
大
国
の
恣
意
に
依
つ
て
変
更
せ
ら
れ
た
と
見
る
べ
き
場
合
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

…
日
本
は
自
衛
権
の
範
囲
に
就
て
は
少
く
と
も
米
国
を
相
手
と
す
る
限
り
其
解
釈
を
参
酌
す
る
こ
と
が
当
然
で
あ
つ
た
。
尚
米
国
政
府
の
解

釈
で
は
何
が
自
衛
行
為
で
あ
る
か
と
は
自
国
の
み
が
決
定
し
得
る
と
云
ふ
の
で
あ
つ
た
か
ら
、
此
際
の
日
本
の
決
心
が
自
衛
の
範
囲
を
逸
脱

し
て
居
る
と
論
ず
る
訳
に
行
か
な
い
。
凡
そ
一
国
に
適
用
あ
る
法
則
は
他
国
に
も
適
用
せ
ら
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
如
斯
き
法
律
論
は
別

と
す
る
も
、
当
時
日
本
の
当
局
者
が
此
儘
で
は
大
国
と
し
て
は
自
滅
の
外
な
い
と
云
ふ
考
慮
を
持
つ
て
居
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る75

）。」

東
郷
が
、
自
衛
権
は
「
自
国
領
域
が
攻
撃
」
さ
れ
た
場
合
や
攻
撃
が
「
考
慮
を
許
さ
な
い
程
緊
迫
」
し
て
い
る
際
に
行
使
し
う
る
と
い
う

の
が
諸
学
者
お
よ
び
判
例
等
に
よ
り
確
定
し
て
い
た
と
し
た
上
で
、

自
国
領
土
が
攻
撃
」
さ
れ
て
い
な
い
に
も
関
わ
ら
ず
、
ア
メ
リ
カ
が

主
張
す
る
よ
う
に
自
国
の
「
利
益
」
が
侵
害
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
、

自
国
の
領
域
以
外
の
如
何
な
る
場
所
に
於
て
も
」
対
抗
す

る
と
い
う
の
は
従
来
の
国
際
法
上
は
許
さ
れ
な
い
と
解
し
て
い
た
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
上
述
の
通
り
、
本
手
記
が
戦
後
に
書
か

れ
た
も
の
で
あ
る
以
上
、
こ
の
記
述
に
全
幅
の
信
頼
を
置
く
こ
と
は
で
き
な
い
。
何
よ
り
も
、
手
記
の
内
容
は
、
上
述
の
開
戦
前
の
日
本
の

自
衛
権
解
釈
の
実
態
に
完
全
に
沿
う
も
の
と
は
言
い
難
い
。
し
か
し
、
少
な
く
と
も
次
の
こ
と
は
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
ア
メ
リ
カ
が
、
自
国

の
「
利
益
が
侵
害
」
さ
れ
る
恐
れ
が
あ
る
場
合
に
自
衛
権
を
行
使
で
き
る
と
し
た
点
に
つ
い
て
の
大
戦
前
の
日
本
の
評
価
は
不
明
で
あ
る
も

（法政研究83-３- ）314 580
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の
の
、
上
述
の
日
本
の
自
衛
権
の
地
理
的
範
囲
の
捉
え
方
に
照
ら
す
と
、
少
な
く
と
も
、
ア
メ
リ
カ
が
「
自
国
の
領
域
以
外
の
如
何
な
る
場

所
に
於
て
も
」
自
衛
権
を
行
使
し
う
る
と
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
が
許
容
さ
れ
る
自
衛
権
の
範
囲
を
超
え
る
と
批
判
し
て
い
る
も
の

と
考
え
ら
れ
る
。

四

お
わ
り
に

本
稿
で
は
、
太
平
洋
戦
争
開
戦
直
前
の
日
本
と
ア
メ
リ
カ
を
対
象
と
し
、
日
米
二
か
国
が
自
衛
権
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
い
た
の
か
を
検

討
し
て
き
た
。
以
上
で
述
べ
た
通
り
、
日
本
も
ア
メ
リ
カ
も
、
自
衛
権
の
先
行
行
為
、
正
当
化
さ
れ
る
行
為
、
保
護
法
益
、
地
理
的
範
囲
と

い
う
点
で
自
衛
権
を
広
く
捉
え
て
お
り
、
国
連
憲
章
制
定
以
前
の
自
衛
権
は
「
自
国
領
土
が
武
力
攻
撃
さ
れ
た
場
合
に
反
撃
す
る
」
と
い
う

ま
で
に
制
限
さ
れ
た
と
い
う
、
制
限
的
解
釈
説
に
対
す
る
反
証
を
提
示
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
本
稿
が
対
象
と
し
た
国
家
と
時
期
は
限
定
さ

れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
は
い
え
、
当
時
の
国
際
社
会
の
主
要
メ
ン
バ
ー
の
う
ち
の
二
か
国
が
、
自
衛
権
を
「
自
国
領
土
が
武
力
攻
撃
さ
れ
た

場
合
に
反
撃
す
る
」
よ
り
も
広
い
権
利
と
し
て
捉
え
て
お
り
、
制
限
的
解
釈
説
の
妥
当
性
に
は
疑
問
を
呈
さ
ざ
る
を
得
な
い
。

も
っ
と
も
、
日
本
と
ア
メ
リ
カ
の
自
衛
権
の
捉
え
方
が
、
完
全
に
一
致
し
て
い
た
と
は
言
い
難
い
。
と
り
わ
け
、
ア
メ
リ
カ
は
自
衛
権
が

許
容
さ
れ
る
地
理
的
範
囲
を
日
本
よ
り
も
広
く
捉
え
て
い
た
と
解
し
う
る
し
、
保
護
法
益
に
つ
い
て
は
、
日
本
が
主
と
し
て
「
生
存
」

存

立
」
を
挙
げ
な
が
ら
「
太
平
洋
の
平
和
」
や
自
国
の
「
地
位
」、

東
亜
の
自
主
独
立
」
に
も
言
及
し
、
ア
メ
リ
カ
は
、
合
衆
国
の
「
安
全
」

を
主
と
し
な
が
ら
、

生
活
様
式
」

死
活
的
国
家
利
益
」

自
国
や
自
国
民
の
権
益
」
な
ど
も
保
護
し
う
る
と
主
張
し
て
い
た
。

そ
れ
で
は
、
同
時
期
の
日
米
以
外
の
国
家
の
、
自
衛
権
を
め
ぐ
る
実
行
は
ど
の
よ
う
で
あ
っ
た
の
か
。
こ
れ
を
分
析
す
る
作
業
が
、
国
連

憲
章
制
定
前
の
慣
習
国
際
法
上
の
自
衛
権
概
念
の
検
証
の
た
め
に
は
不
可
欠
で
あ
る
。
も
と
よ
り
、
国
連
憲
章
制
定
前
の
慣
習
国
際
法
上
の

自
衛
権
の
明
確
化
が
、

現
在
の
」
慣
習
国
際
法
上
の
自
衛
権
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
直
ち
に
は
つ
な
が
る
わ
け
で
は
な
い
。
国
連
憲
章
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制
定
前
の
慣
習
国
際
法
は
現
在
ま
で
に
発
展
し
て
お
り
、
そ
の
発
展
に
つ
い
て
の
検
証
が
別
途
必
要
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
と

は
い
え
、
そ
の
検
証
の
起
点
と
な
る
国
連
憲
章
制
定
時
の
自
衛
権
に
関
す
る
慣
習
国
際
法
は
、
国
連
憲
章
制
定
前
か
ら
の
慣
習
国
際
法
の
発

展
の
上
に
存
在
す
る
も
の
で
あ
る
。
本
稿
は
、
国
連
憲
章
制
定
前
の
自
衛
権
の
全
体
像
を
明
ら
か
に
す
る
作
業
の
一
部
と
位
置
づ
け
う
る
。

１
）

議
論
状
況
は
、
以
下
の
文
献
に
詳
し
い
。C

o
n
sta
n
tin
o
u
,
A
.,
T
h
e R

igh
t of S

elf-d
efen

ce u
n
d
er C

u
stom

ary In
tern

ation
al law

 
an
d

 
A
rticle 5

1 of th
e U

n
ited

 
N
ation

s C
h
arter

(S
a
k
k
o
u
la
s,
2000),

a
t 53

54;
R
u
y
s,
T
.,
‘A
rm
ed
 
A
ttack’

an
d
 
A
rticle 5

1 of th
e U

N
 

C
h
arter

:
E
volu

tion
s in

 
C
u
stom

ary L
aw
 
an
d
 
P
ractice

(C
a
m
b
rid
g
e U

n
iv
ersity P

ress,
2010),

a
t 7

11;

森
肇
志
『
自
衛
権
の
基
層
』

東

京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
九
年
）、
一
三
｜
四
九
頁
。

２
）

例
え
ば
、B

ro
w
n
lie,

I.,
In
tern

ation
al L

aw
 
an
d th

e U
se of F

orce by S
tates

(C
la
ren

d
o
n P

ress,
1963),

a
t 272

275;
C
o
n
sta
n
tin
o
u
,

id
.,
a
t 54;

L
a
ch
s,
M
.,
“T
h
e D

ev
elo
p
m
en
t a
n
d G

en
era

l T
ren

d
s o
f In

tern
a
tio
n
a
l L
a
w
 
in O

u
r T

im
e,”

R
ecu

eil d
es C

ou
rs
,
t.
169

(1980
IV
),
a
t 162

163;
d
e A

rech
a
g
a
,
E
.J.,

“In
tern

a
tio
n
a
l L
a
w
 
in th

e P
a
st T

h
ird o

f a C
en
tu
ry
,”
R
ecu

eil d
es C

ou
rs
,
t.
159

(1978

I),
a
t 96

97;
R
u
y
s,
id
.,
a
t 54

な
ど
。
国
連
憲
章
制
定
後
の
自
衛
権
を
狭
く
解
す
る
者
が
、
国
連
憲
章
制
定
前
の
慣
習
国
際
法
上
の
自
衛
権
を
必
ず
狭

く
解
す
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
点
に
は
注
意
が
必
要
で
あ
る
。

３
）

例
え
ば
、W

a
ld
o
ck
,
C
.H
.M
.,
“T
h
e R

eg
u
la
tio
n o

f th
e U

se o
f F
o
rce b

y In
d
iv
id
u
a
l S
ta
tes in In

tern
a
tio
n
a
l L
a
w
,”
R
ecu

eil d
es

 
cou

rs
,
t.81

(1952),
a
t 496

499;
B
o
w
ett,

D
.W
.,
S
elf-D

efen
ce in

 
In
tern

ation
al L

aw
(M
a
n
ch
ester U

n
iv
ersity P

ress,
1958),

a
t 187;

M
cD
o
u
g
a
l,
M
.S
.,
“T
h
e S

o
v
iet-C

u
b
a
n Q

u
a
ra
n
tin
e a

n
d th

e S
elf-D

efen
se,”

T
h
e A

m
erican

 
Jou

rn
al of In

tern
ation

al law
,
V
o
l.
57

(1963),
a
t 599

600

な
ど
。

４
）

ニ
カ
ラ
グ
ア
事
件
に
お
い
て
は
、
自
衛
権
の
分
野
に
つ
い
て
、
慣
習
国
際
法
が
条
約
国
際
法
と
併
存
し
て
お
り
、
二
つ
の
法
源
に
よ
っ
て
規
律
さ
れ

る
領
域
は
完
全
に
は
一
致
せ
ず
、
そ
の
ル
ー
ル
は
同
じ
内
容
を
持
つ
も
の
で
は
な
い
と
判
示
さ
れ
た
（M

ilitary
 
an
d
 
P
aram

ilitary
 
A
ctivities

 
in

 
an
d
 
again

st N
icaragu

a
(N
icaragu

a v.
U
n
ited

 
S
tates of A

m
erica),

M
erits,

Ju
d
gm
en
t,
I.C
.J.
R
eports 1

9
8
6
,
p
a
ra
.
176

）。
当
該
判
決

お
よ
び
そ
れ
以
降
の
判
例
の
位
置
づ
け
に
つ
き
、
森
、
前
掲
注

１
）『
自
衛
権
の
基
層
』、
七
｜
九
頁
。

５
）

そ
の
一
因
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
の
日
独
の
自
衛
権
の
主
張
が
、
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
グ
裁
判
や
東
京
裁
判
に
お
い
て
完
全
に
否
定
さ
れ
た
こ
と
に
あ
る

と
考
え
う
る
。
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
裁
判
・
東
京
裁
判
は
確
か
に
、
そ
れ
ぞ
れ
、
日
独
の
侵
略
目
的
が
明
白
だ
と
の
前
提
に
立
っ
て
ド
イ
ツ
・
日
本
の
自
衛
権

の
主
張
を
却
下
し
た
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
裁
判
で
は
、
自
衛
権
に
つ
い
て
そ
の
全
貌
を
明
ら
か
に
す
る
ほ
ど
の
詳
細
な
議
論
が
さ
れ
た
と
は
言
え
な
い
。
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と
り
わ
け
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
裁
判
の
判
決
は
、
デ
ン
マ
ー
ク
と
ノ
ル
ウ
ェ
ー
に
対
す
る
侵
攻
に
関
連
し
て
自
衛
権
に
簡
単
に
触
れ
た
だ
け
で
あ
り
、
当
裁

判
所
の
自
衛
権
の
捉
え
方
を
知
り
う
る
よ
う
な
詳
し
い
議
論
は
見
ら
れ
な
い
（“In

tern
a
tio
n
a
l M

ilita
ry
 
T
rib
u
n
a
l
(N
u
rem

b
erg

),
Ju
d
g
m
en
t

 
a
n
d S

en
ten

ces O
cto

b
er 1,

1946,”
T
h
e A

m
erican

 
Jou

rn
al of In

tern
ation

al L
aw
,
V
o
l.
41
(1947),

a
t 205

）。
第
二
次
世
界
大
戦
期
の
自

衛
権
概
念
の
う
ち
、
国
連
憲
章
制
定
過
程
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
森
、
前
掲
注

１
）『
自
衛
権
の
基
層
』、
二
一
一
｜
二
六
九
頁
を
参
照
。

６
）

制
限
的
解
釈
説
の
重
要
な
根
拠
と
し
て
、
不
戦
条
約
制
定
過
程
で
交
わ
さ
れ
た
一
九
二
八
年
六
月
二
三
日
の
公
文
の
以
下
の
記
述
が
挙
げ
ら
れ
る

（d
e A

rech
a
g
a
,
su
pra

 
n
o
te 2,

a
t 97;

R
u
y
s,
su
pra n

o
te 2,

a
t 54

）。

ア
メ
リ
カ
の
不
戦
条
約
草
案
の
中
に
は
、
自
衛
権
を
制
限
し
た
り
毀
損
し

た
り
す
る
も
の
は
な
い
。
こ
の
権
利
は
、
各
主
権
国
家
に
固
有
の
権
利
で
あ
り
、
か
つ
一
切
の
条
約
に
暗
黙
的
に
包
含
さ
れ
て
い
る
。
全
て
の
国
家
は
い

か
な
る
時
も
、
ま
た
条
約
の
条
文
に
関
わ
り
な
く
、
攻
撃
や
侵
入
か
ら
自
国
領
土
を
防
衛
す
る
自
由
が
あ
り
、
か
つ
そ
の
国
家
の
み
が
自
衛
戦
争
に
訴
え

る
必
要
の
あ
る
状
況
か
否
か
を
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
も
し
も
そ
れ
が
適
切
な
場
合
で
あ
っ
た
ら
、
世
界
が
そ
の
行
動
を
是
認
し
、
非
難
す
る
こ
と

は
な
い
で
あ
ろ
う
（“A

m
erica

n N
o
te,

Ju
n
e 23,

1928”,
M
iller,

D
.H
.,
T
h
e P

eace P
act of P

aris
(G
.P
.
P
u
tn
a
m
,
1928),

a
t 213;

柳
原
正

治
『
国
際
法
先
例
資
料
集
（
１
）

不
戦
条
約
（
上
）』

信
山
社
出
版
、
一
九
九
六
）、
一
三
六
｜
一
三
七
頁
、
一
四
四
｜
一
四
五
頁
。
こ
の
公
文
を
根
拠

と
し
て
、
自
衛
権
は
「
攻
撃
や
侵
入
」
の
場
合
に
「
自
国
領
土
」
を
守
る
権
利
で
あ
っ
た
と
主
張
さ
れ
る
。
も
っ
と
も
、
不
戦
条
約
の
起
草
過
程
で
は
、

こ
れ
以
外
に
多
く
の
公
文
が
交
わ
さ
れ
て
お
り
、
自
衛
権
の
解
釈
を
ア
メ
リ
カ
の
こ
の
公
文
の
み
か
ら
導
く
こ
と
の
不
適
切
さ
は
指
摘
し
て
お
く
べ
き
で

あ
ろ
う
。

７
）

一
九
四
一
年
一
二
月
八
日
、
日
本
が
真
珠
湾
を
攻
撃
し
た
そ
の
日
に
、
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
大
統
領
は
、
議
会
に
宛
て
た
メ
ッ
セ
ー
ジ
に
お
い
て

「
我
々
の
防
衛
の
た
め
の
全
て
の
措
置
が
と
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
…
戦
闘
が
存
在
す
る
。
我
々
の
国
民
、
領
域
、
利
益
が
深
刻
な
危
険
に
さ
ら
さ
れ

て
い
る
こ
と
を
無
視
し
え
な
い
（P

apers relatin
g to th

e F
oreign

 
R
elation

s of th
e U

n
ited

 
S
tates:

Japan
:
1
9
3
1
1
9
4
1
,
V
o
l.II,

(K
ra
u
s

 
R
ep
rin
t C
O
.,
1972)

﹇h
erein

a
fter,

F
R
U
S
:
Japan

﹈,a
t 794)

」
と
述
べ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
真
珠
湾
攻
撃
を
受
け
て
ア
メ
リ
カ
が
主
張
し
た
自
衛
権

は
、
主
と
し
て
「
自
国
領
土
が
武
力
攻
撃
さ
れ
た
場
合
の
反
撃
」
で
あ
り
、
国
際
連
盟
規
約
、
不
戦
条
約
に
よ
っ
て
戦
争
の
違
法
化
が
進
展
し
た
後
に
お

い
て
も
、
自
衛
権
を
狭
義
に
解
釈
し
た
と
し
て
も
認
め
ら
れ
る
と
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。

８
）

外
務
省
編
『
日
本
外
交
年
表
竝
主
要
文
書
・
下
』

原
書
房
、
一
九
七
二
年
）、
五
七
三
｜
五
七
四
頁
。

９
）

参
謀
本
部
編
『
杉
山
メ
モ
（
上
）』

原
書
房
、
二
〇
〇
五
年
）、
一
〇
｜
一
二
頁
。

10
）

同
上
、
一
五
｜
一
六
頁
。

11
）

南
進
の
主
眼
点
は
、
こ
の
地
域
に
日
本
の
経
済
的
自
給
権
を
確
立
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
日
本
の
戦
略
的
態
勢
を
強
化
す
る
こ
と
と
、
欧
米
勢
力
を
駆

逐
す
る
こ
と
で
援
蒋
ル
ー
ト
を
遮
断
し
て
日
華
事
変
を
解
決
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
（
吉
田
裕
『
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
戦
争
』

岩
波
書
店
、
二
〇
〇
七
年
）、

五
頁
。

陸
海
軍
首
脳
部
会
談
ノ
際
ニ
於
ケ
ル
『
時
局
処
理
要
綱
』
ニ
関
連
ス
ル
質
疑
応
答
資
料
」
参
謀
本
部
編
、
同
上
、
一
六
頁
も
参
照
）。

（83-３- ）583 317

太平洋戦争開戦直前の自衛権（西嶋）



12
）

大
東
亜
共
栄
圏
」
の
地
理
的
範
囲
は
必
ず
し
も
自
明
で
あ
っ
た
と
は
言
え
な
い
が
、
一
九
四
〇
年
九
月
六
日
に
四
相
会
議
お
よ
び
九
月
一
六
日
に

連
絡
会
議
で
決
定
さ
れ
た
「
日
独
伊
枢
軸
強
化
に
関
す
る
件
」
に
付
さ
れ
た
秘
密
了
解
事
項
で
、
大
東
亜
新
秩
序
を
建
設
す
る
生
存
圏
に
つ
い
て
以
下
の

よ
う
に
説
明
さ
れ
た
。

日
満
支
を
根
幹
と
し
旧
独
領
委
任
統
治
諸
島
、
仏
領
印
度
及
同
太
平
洋
島
嶼
、
泰
国
、
英
領
馬
来
、
英
領
ボ
ル
ネ
オ
、
蘭
領
東

印
度
、
ビ
ル
マ
、
濠
州
、
新
西
蘭
竝
に
印
度
等
と
す
但
し
交
渉
上
我
方
か
提
示
す
る
南
洋
地
域
は
ビ
ル
マ
以
東
蘭
印
ニ
ュ
ー
カ
レ
ド
ニ
ア
以
北
と
す
尚
印

度
は
之
を
一
応
『
ソ
』
連
の
生
存
圏
内
に
置
く
を
認
む
る
こ
と
あ
る
へ
し
（
外
務
省
編
、
前
掲
注

８
）『
年
表
・
文
書
下
』
、
四
五
〇
頁
）」。
山
本
有
造

『

大
東
亜
共
栄
圏
」
経
済
史
研
究
』

名
古
屋
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
一
年
）、
七
〇
｜
七
六
頁
も
参
照
。

大
東
亜
共
栄
圏
」
概
念
に
含
ま
れ
た
、
日
本

の
軍
部
と
外
務
省
の
二
つ
の
異
な
る
ア
イ
デ
ィ
ア
に
つ
い
て
は
次
の
文
献
を
参
照
。Y

a
n
a
g
ih
a
ra
,
M
.,
“Ja

p
a
n
’s E

n
g
a
g
em
en
t w

ith a
n
d U

se o
f

 
In
tern

a
tio
n
a
l L
a
w
,
1853

1945,”
M
a
rd
u
h
n
,
T
.
&
S
teig

er,
H
.
(ed
s.),

U
n
iversality an

d
 
C
on
tin
u
ity in

 
In
tern

ation
al L

aw
(E
leven

 
In
tern

ation
al P

u
blish

in
g
,
2011),

a
t 466

467.

13
）

外
務
省
編
、
前
掲
注

８
）『
年
表
・
文
書
下
』、
四
四
九
｜
四
五
〇
頁
。

14
）

同
上
、
四
七
九
｜
四
八
〇
頁
。

15
）

森
茂
樹
「
国
策
決
定
過
程
の
変
容
｜
第
二
次
・
第
三
次
近
衛
内
閣
の
国
策
決
定
を
め
ぐ
る
『
国
務
』
と
『
統
帥
』」『
日
本
史
研
究
』
第
三
九
五
号

（
一
九
九
五
年
）、
三
四
｜
六
二
頁
。

16
）

JA
C
A
R

（
ア
ジ
ア
歴
史
資
料
セ
ン
タ
ー
）R

ef.B
02032438600

、
大
東
亜
戦
争
関
係
一
件
╱
日
、
仏
印
共
同
防
衛
協
定
及
コ
レ
ニ
基
ク
帝
国
軍
隊

ノ
仏
印
進
駐
関
係

第
二
巻
（A

7
0
0
9 2 002

）

外
務
省
外
交
史
料
館
）。

17
）

な
お
、
当
初
案
で
は
、

大
東
亜
共
栄
圏
建
設
の
途
上
に
於
て
」
と
い
う
句
は
な
か
っ
た
が
、
外
務
大
臣
が
大
東
亜
共
栄
圏
樹
立
を
目
的
と
し
て
入

れ
る
こ
と
を
提
案
し
た
た
め
こ
の
句
が
挿
入
さ
れ
た
と
い
う
経
緯
が
あ
る
（
参
謀
本
部
編
、
前
掲
注

９
）『
杉
山
メ
モ
（
上
）』
、
一
六
六
頁
）。

18
）

例
え
ば
、
一
九
四
一
年
六
月
二
五
日
の
大
本
営
政
府
連
絡
懇
談
会
で
決
定
さ
れ
た
「
南
方
施
策
促
進
に
関
す
る
件
」

防
衛
庁
防
衛
研
究
所
戦
史
室

『
大
本
営
陸
軍
部
大
東
亜
戦
争
開
戦
経
緯

４

』

朝
雲
新
聞
社
、
一
九
七
四
年
）、
一
三
八
頁
）、
同
年
七
月
二
日
の
御
前
会
議
で
決
定
さ
れ
た
「
情
勢

の
推
移
に
伴
ふ
帝
国
国
策
要
綱
」

外
務
省
編
、
前
掲
注

８
）『
年
表
・
文
書
下
』、
五
三
一
頁
）
な
ど
。

19
）

自
存
自
衛
」
を
お
お
よ
そ
以
下
の
よ
う
な
二
つ
の
意
味
を
も
つ
も
の
と
捉
え
る
も
の
と
し
て
、
波
多
野
澄
雄
「
日
本
の
『
新
秩
序
』
理
念
と
戦
争

目
的
」『
新
防
衛
論
集
』
第
八
巻
三
号
（
一
九
八
〇
年
）、
三
八
頁
。

20
）

内
閣
総
理
大
臣
所
要
事
項
説
明
」
参
謀
本
部
編
、
前
掲
注

９
）『
杉
山
メ
モ
（
上
）』、
一
六
九
頁
。

21
）

政
府
・
大
本
営
と
も
に
、

自
存
自
衛
」
の
う
ち
「
自
存
」
は
「
重
要
資
源
を
確
保
す
る
た
め
の
自
給
体
制
を
南
進
に
よ
り
確
立
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

日
本
の
生
存
を
維
持
す
る
」
こ
と
を
、

自
衛
」
は
武
力
行
使
を
、
そ
れ
ぞ
れ
正
当
化
す
る
用
語
と
し
て
一
貫
し
て
用
い
て
い
た
と
ま
で
は
言
え
な
い
ま

で
も
、

自
存
」
と
「
自
衛
」
が
別
個
に
使
用
さ
れ
る
場
合
に
は
お
お
よ
そ
こ
の
よ
う
な
用
語
法
に
従
っ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
例
え
ば
、

現
状
勢

（法政研究83-３- ）318 584

論 説



下
に
於
て
帝
国
海
軍
の
執
る
べ
き
態
度

昭
和
十
六
年
六
月
五
日
」
参
謀
本
部
編
、
同
上
、
六
四
｜
八
二
頁；

泰
に
関
す
る
対
英
交
渉
要
綱

昭
和
十

六
、
八
、
十
三

連
絡
会
議
決
定
」、
同
上
、
二
九
八
｜
二
九
九
頁；

『
帝
国
国
策
遂
行
要
領
』
に
関
す
る
御
前
会
議

昭
和
十
六
年
九
月
六
日

内
閣

総
理
大
臣
口
述
」、
同
上
、
三
一
四
頁；

『
帝
国
国
策
遂
行
要
領
』
に
関
す
る
御
前
会
議

昭
和
十
六
年
九
月
六
日

企
画
院
総
裁
説
明
事
項
」、
同
上
、

三
二
〇
頁
な
ど
。
た
だ
し
、
例
外
も
多
く
見
受
け
ら
れ
る
。
な
お
、
森
松
俊
夫
は
、

自
存
」
を
「
重
要
な
不
足
資
源
を
確
保
」
す
る
こ
と
、

自
衛
」
は
、

米
英
蘭
等
の
対
日
禁
輸
ま
た
は
軍
事
的
圧
力
が
過
重
さ
れ
、
打
開
の
方
策
が
な
く
、
や
む
を
得
ず
武
力
を
行
使
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
場
合
に
対
抗
す
る
決
意
」

と
い
う
よ
う
に
区
別
し
て
い
る
（
森
松
俊
夫
「
大
東
亜
戦
争
の
戦
争
目
的
」『
近
代
日
本
戦
争
史

第
四
編

大
東
亜
戦
争
』

同
台
経
済
懇
話
会
、
一
九

九
五
年
）、
三
〇
〇
｜
三
〇
一
頁
）。

22
）

防
衛
庁
防
衛
研
究
所
戦
史
室
『
大
本
営
陸
軍
部
大
東
亜
戦
争
開
戦
経
緯

３

』

朝
雲
新
聞
社
、
一
九
七
三
年
）、
三
三
八
頁
。

23
）

自
存
自
衛
」
に
つ
い
て
は
、
明
治
維
新
以
来
の
日
本
の
大
陸
政
策
と
い
う
歴
史
と
関
連
づ
け
た
、
以
下
の
よ
う
な
証
言
も
あ
る
。
戦
争
指
導
を
任

務
と
す
る
参
謀
本
部
第
二
〇
班
に
所
属
し
て
い
た
原
四
郎
は
、

日
本
が
四
つ
の
島
や
朝
鮮
、
台
湾
等
に
お
い
て
、
必
要
な
る
食
料
を
得
て
単
に
生
活
で

き
る
だ
け
の
こ
と
が
自
存
自
衛
で
は
な
い
。
日
本
は
明
治
維
新
（
一
八
六
八
年
）
以
来
七
十
年
余
に
わ
た
る
英
米
両
国
も
一
時
は
支
持
協
力
し
た
と
こ
ろ

の
大
陸
政
策
と
い
う
民
族
の
歴
史
が
あ
る
。
こ
の
歴
史
に
は
民
族
の
生
命
と
権
威
が
と
も
な
う
。
そ
の
民
族
の
生
命
と
権
威
と
国
民
の
生
存
と
が
危
機
に

瀕
し
た
場
合
、
起
っ
て
戦
争
に
訴
え
る
こ
と
を
自
存
自
衛
の
戦
い
と
信
じ
て
き
た
の
で
あ
る
（
原
四
郎
『
大
戦
略
な
き
開
戦
』

原
書
房
、
一
九
八
七
年
）、

三
一
二
頁
）」
と
回
想
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
本
手
記
は
、
戦
後
に
ま
と
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、

自
存
自
衛
」
の
意
味
を
ど
の
程
度
正
確
に
描
写
し
て

い
る
の
か
不
明
で
あ
る
。

24
）

木
戸
幸
一
『
木
戸
幸
一
日
記

下
巻
』

東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
六
六
年
）、
九
一
四
頁
。

25
）

南
洋
局
は
「
タ
イ
」
国
、

フ
ィ
リ
ピ
ン
」
群
島
、
印
度
支
那
、

ビ
ル
マ
」、

マ
レ
ー
」、
北
「
ボ
ル
ネ
オ
」、
東
印
度
諸
島
、
濠
洲
及
「
ニ
ュ
ー
・

ジ
ー
ラ
ン
ド
」
其
他
の
大
洋
洲
諸
島
並
に
南
極
地
域
に
関
す
る
外
交
事
務
を
掌
る
。
南
洋
局
以
外
の
五
局
は
、
東
亜
局
、
欧
亜
局
、
亜
米
利
加
局
、
通
商

局
、
条
約
局
で
あ
る
（

外
務
省
官
制
第
六
条
ノ
三
」
外
務
省
大
臣
官
房
人
事
課
編
『
外
務
省
年
鑑
』
第
一
巻
（
出
版
社
不
明
、
一
九
四
二
年
）、
四
頁
）。

26
）

南
方
戦
争
の
性
格
、
戦
争
目
的
に
関
す
る
一
意
見
（
南
洋
局
）」JA

C
A
R

（
ア
ジ
ア
歴
史
資
料
セ
ン
タ
ー
）R

ef.
B
020329656000

、
大
東
亜
戦

争
関
係
一
件
／
開
戦
関
係
重
要
事
項
集
（A

7
0
0
9 51

）

外
務
省
外
交
資
料
館
）。

27
）

陸
海
軍
省
に
よ
る
「
対
米
英
戦
争
名
目
骨
子
案
」
に
も
「
自
存
自
衛
」
と
い
う
用
語
が
使
用
さ
れ
て
い
る
。

28
）

生
存
権
」
と
い
う
用
語
が
選
択
さ
れ
た
理
由
に
つ
い
て
は
、
同
文
書
の
別
の
注
で
、
『
生
存
権
』
の
擁
護
は
戦
争
性
格
を
よ
く
表
現
し
且
其
の
強

調
は
国
民
の
理
性
及
感
情
に
訴
ふ
る
力
最
も
大
に
し
て
我
国
民
を
し
て
戦
争
目
的
を
充
分
納
得
し
、
最
後
迄
一
致
団
結
其
の
遂
行
に
協
力
せ
し
む
る
為
絶

対
に
必
要
な
り
」
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
「
自
衛
権
」
の
よ
う
に
使
い
古
さ
れ
て
い
な
い
「
生
存
権
」
を
あ
え
て
選
択
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

来
る
べ
き
戦
争
を
大
戦
争
と
位
置
付
け
、
国
民
の
理
性
お
よ
び
感
情
に
訴
え
る
こ
と
で
戦
争
目
的
を
納
得
さ
せ
て
協
力
を
得
や
す
く
す
る
こ
と
が
意
図
さ

（83-３- ）585 319
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れ
て
い
た
。

29
）

一
九
四
三
年
の
大
東
亜
共
同
宣
言
に
お
い
て
、

自
存
自
衛
」
の
英
訳
は“th

eir
 
self-ex

isten
ce
 
a
n
d
 
self-d

efen
ce”

、
仏
語
訳
は“leu

r
 
ex
is-

ten
ce a

u
to
n
o
m
e et leu

r p
ro
p
re d

efen
se”

と
さ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、

自
存
自
衛
」
は
、

自
衛
」
に
加
え
て
「
自
立
し
て
生
存
す
る
こ
と
（
自

存
）」
を
加
え
た
概
念
だ
と
捉
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
大
東
亜
共
同
宣
言
は
、
一
九
四
三
年
一
一
月
五
日
、
六
日
に
開
催
さ
れ
、
日
本
、
中
国
、

満
州
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
、
ビ
ル
マ
、
タ
イ
、
自
由
イ
ン
ド
仮
政
府
が
参
加
し
た
大
東
亜
会
議
に
お
い
て
採
択
さ
れ
た
。
戦
争
を
完
遂
し
て
大
東
亜
を
米
英
の

よ
り
解
放
し
て
そ
の
自
存
自
衛
を
全
う
す
る
こ
と
が
前
文
で
謳
わ
れ
、
大
東
亜
を
建
設
す
る
際
に
基
づ
く
べ
き
綱
領
が
記
さ
れ
て
い
る
（
外
務
省
編
、

前
掲
注

８
）『
年
表
・
文
書
下
』、
五
九
三
頁
）。
大
東
亜
会
議
と
共
同
宣
言
に
つ
い
て
の
詳
細
は
、
波
多
野
澄
雄
『
太
平
洋
戦
争
と
ア
ジ
ア
外
交
』

東
京

大
学
出
版
会
、
一
九
九
六
年
）、
一
六
一
｜
一
九
二
頁
を
参
照
。

30
）

日
米
交
渉
は
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
日
米
了
解
案
を
た
た
き
台
に
し
て
一
九
四
一
年
春
か
ら
開
戦
ま
で
続
け
ら
れ
た
。
交
渉
で
取
り
上
げ

ら
れ
た
話
題
の
う
ち
、
交
渉
の
焦
点
と
な
り
後
に
日
米
交
渉
の
行
き
詰
ま
り
の
要
因
と
な
っ
た
の
は
、
第
一
に
、
既
に
欧
州
に
お
い
て
起
こ
っ
て
い
た
欧

州
戦
争
に
対
し
て
日
米
両
国
政
府
は
い
か
な
る
態
度
を
と
る
の
か
と
い
う
問
題
、
第
二
に
、
中
国
や
イ
ン
ド
シ
ナ
な
ど
に
駐
屯
し
て
い
る
日
本
軍
が
撤
兵

す
べ
き
か
と
い
う
問
題
、
第
三
に
、
国
際
商
事
へ
無
差
別
原
則
を
適
用
す
る
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
、
自
衛
権
に
関
係
す
る
議
論
が
見
ら
れ

る
の
は
、
第
一
の
点
と
第
二
の
点
に
つ
い
て
の
議
論
の
中
に
お
い
て
で
あ
る
。

31
）

も
っ
と
も
、
対
外
的
説
明
に
お
い
て
（F

R
U
S
:
Japan

,
su
pra n

o
te 7,

a
t 641

）、
ま
た
国
内
向
け
の
文
書
と
は
い
え
外
国
語
に
訳
さ
れ
て
読
ま
れ

る
こ
と
が
想
定
さ
れ
た
宣
戦
の
詔
書
な
ど
で
も
「
自
存
自
衛
」
が
使
用
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
、
対
外
的
説
明
に
お
い
て
、
徹
頭
徹
尾
「
自
衛
権
」
の
み
に

よ
っ
て
自
国
の
行
為
が
正
当
化
さ
れ
て
い
た
と
は
言
え
な
い
。

32
）

一
九
四
〇
年
代
に
、
日
本
の
学
界
で
大
東
亜
共
栄
圏
を
め
ぐ
る
法
的
問
題
が
議
論
の
対
象
と
な
り
、
大
東
亜
共
栄
圏
内
の
国
家
間
関
係
、
そ
し
て
大

東
亜
共
栄
圏
と
そ
れ
以
外
の
国
家
の
間
の
関
係
を
規
律
す
る
法
秩
序
（
大
東
亜
国
際
法
）
の
構
築
が
試
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
大
東
亜
国
際
法
に
つ
い

て
の
新
し
い
研
究
と
し
て
、
明
石
欽
司
「『
大
東
亜
国
際
法
』
理
論

日
本
に
お
け
る
近
代
国
際
法
受
容
の
帰
結
」『
法
学
研
究
』
第
八
二
巻
一
号
（
二
〇

〇
九
年
）、
二
六
一
｜
二
九
二
頁
。

33
）

F
R
U
S
:
Japan

,
su
pra

 
n
o
te 7,

a
t 714.

34
）

Id
.,
a
t 548,

574.

35
）

Id
.,
a
t 548,

553
554,

574,
641,

683,
774.

36
）

以
下
に
挙
げ
る
も
の
に
加
え
て
、

政
府
声
明
案
（
昭
和
十
六
、
一
一
、
二
八
）
外
務
省
」

JA
C
A
R

（
ア
ジ
ア
歴
史
資
料
セ
ン
タ
ー
）R

ef.

C
12120363800

、
重
要
国
策
決
定
の
経
緯
概
説
（
第
二
次
近
衛
内
閣
よ
り
開
戦
ま
で
）

防
衛
省
防
衛
研
究
所
）。

宣
戦
の
詔
書
」
で
は
、

日
本
周
辺

で
の
武
備
増
強
」
も
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

（法政研究83-３- ）320 586
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37
）

一
九
四
一
年
一
二
月
九
日
朝
日
新
聞
東
京
夕
刊
。

38
）

JA
C
A
R

（
ア
ジ
ア
歴
史
資
料
セ
ン
タ
ー
）R

ef.C
12120363800

、
重
要
国
策
決
定
の
経
緯
概
説
（
第
二
次
近
衛
内
閣
よ
り
開
戦
ま
で
）

防
衛
省

防
衛
研
究
所
）。

39
）

東
京
裁
判
の
一
般
最
終
弁
論
に
お
い
て
も
、
不
戦
条
約
の
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
批
准
過
程
で
ケ
ロ
ッ
グ
国
務
長
官
が
、
経
済
封
鎖
は
戦
争
行
為
で
あ

る
と
述
べ
た
こ
と
が
引
用
さ
れ
た
（
東
京
裁
判
資
料
刊
行
会
編
『
東
京
裁
判
却
下
未
提
出
弁
護
側
資
料

第
７
巻
』

国
書
刊
行
会
、
一
九
九
五
年
）、
三

八
四
頁
）。

40
）

前
注

34
）本
文
参
照
。

41
）

一
二
月
九
日
に
発
表
さ
れ
た
政
府
声
明
そ
れ
自
体
に
は
「
自
衛
」
と
い
う
用
語
は
見
ら
れ
な
い
。

42
）

JA
C
A
R

（
ア
ジ
ア
歴
史
資
料
セ
ン
タ
ー
）R

ef.B
02032966800

、
大
東
亜
戦
争
関
係
一
件
╱
開
戦
関
係
重
要
事
項
集
（A

7
0
0
9 51

）

外
務

省
外
交
史
料
館
）。

43
）

日
米
交
渉
と
そ
の
争
点
に
つ
い
て
は
、
前
注

30
）参
照
。
加
瀬
俊
一
著
『
日
本
外
交
史

第
23
巻

日
米
交
渉
』

鹿
島
平
和
研
究
所
出
版
会
、
一
九

七
〇
年
）
を
も
参
照
。

44
）

野
村
吉
三
郎
『
米
国
に
使
し
て

日
米
交
渉
の
回
顧
』

岩
波
書
店
、
一
九
四
六
年
）、
五
八
頁
。
防
衛
庁
防
衛
研
究
所
戦
史
室
、
前
掲
注

22
）『
大

東
亜
戦
争
開
戦
経
緯

３

』、
五
九
四
｜
五
九
五
頁
も
参
照
。

45
）

F
R
U
S
:
Japan

,
su
pra

 
n
o
te 7,

a
t 435.

46
）

Id
.,
a
t 316,

341,
525.

47
）

Id
.,
a
t 556

557.

48
）

Id
.,
a
t 525.

49
）

中
嶋
啓
雄
「
モ
ン
ロ
ー
・
ド
ク
ト
リ
ン
、
ア
ジ
ア
・
モ
ン
ロ
ー
主
義
と
日
米
の
国
際
秩
序
観
｜
戦
前
・
戦
中
期
に
お
け
る
日
本
の
モ
ン
ロ
ー
・
ド
ク
ト

リ
ン
論
を
手
掛
か
り
に
｜
」『
ア
メ
リ
カ
研
究
』
第
四
九
巻
（
二
〇
一
五
年
）、
六
二
頁
。S

ee
 
a
lso
,
H
ig
g
in
s,
A
.P
.,
“T
h
e
 
M
o
n
ro
e
 
D
o
ctrin

e,”

T
h
e B

ritish Y
ear B

ook of In
tern

ation
al L

aw
,
V
o
l.5

(1924),
a
t 104.

50
）

西
崎
文
子
「
モ
ン
ロ
ー
・
ド
ク
ト
リ
ン
の
系
譜
｜
『
民
主
主
義
と
安
全
』
を
め
ぐ
る
一
考
察
」『
成
蹊
法
学
』
第
七
一
巻
（
二
〇
一
一
年
）、
一
｜
一

五
頁；

草
野
大
希
「
モ
ン
ロ
ー
主
義
と
ア
メ
リ
カ
の
介
入
政
策
｜
単
独
主
義
と
多
角
主
義
の
淵
源
と
な
っ
た
外
交
理
念
の
ダ
イ
ナ
ミ
ク
ス
｜
」『
ア
メ
リ

カ
研
究
』
第
四
九
巻
（
二
〇
一
五
年
）、
四
一
｜
五
九
頁
。
モ
ン
ロ
ー
・
ド
ク
ト
リ
ン
の
歴
史
に
つ
い
て
は
、D

ex
ter,

P
.,
A
 
H
istory of th

e M
on
roe

 
D
octrin

e
(L
o
n
g
m
a
n
s,
G
reen

&
C
o
.,
1960) ；

中
嶋
啓
雄
『
モ
ン
ロ
ー
・
ド
ク
ト
リ
ン
と
ア
メ
リ
カ
外
交
の
基
盤
』

ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
〇
二

年
）
も
参
照
。
一
九
二
三
年
、
ヒ
ュ
ー
ズ
国
務
長
官
は
、
モ
ン
ロ
ー
・
ド
ク
ト
リ
ン
は
ア
メ
リ
カ
が
定
義
、
解
釈
、
適
用
す
る
権
利
を
留
保
す
る
と
宣
言

（83-３- ）587 321
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し
て
い
た
（H

u
g
h
es,

C
.E
.,
“O
b
serv

a
tio
n
s o
n th

e M
o
n
ro
e D

o
ctrin

e,”
T
h
e A

m
erican

 
Jou

rn
al of In

tern
ation

al L
aw
,
V
o
l.
17,

N
o
.

4
(1923),

a
t 616

）。

51
）

ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
政
権
の
モ
ン
ロ
ー
・
ド
ク
ト
リ
ン
に
つ
い
て
は
次
の
文
献
に
詳
し
い
。
奥
広
啓
太
「
宣
言
な
き
再
定
義
｜
フ
ラ
ン
ク
リ
ン
・
ロ
ー
ズ

ヴ
ェ
ル
ト
政
権
と
モ
ン
ロ
ー
・
ド
ク
ト
リ
ン
」『
ア
メ
リ
カ
研
究
』
第
四
九
巻
（
二
〇
一
五
年
）、
二
一
｜
三
九
頁
。

52
）

T
h
e D

epartm
en
t of S

tates B
u
lletin

,
V
o
l.
IV

﹇h
erein

a
fter D

S
B
 
IV

﹈,N
o
.
101

(1941),
a
t 647

653.

談
話
の
最
後
に
、
無
制
限
国
家

非
常
事
態
が
宣
言
さ
れ
た
。

53
）

議
論
状
況
は
、
以
下
の
文
献
に
詳
し
い
。
立
作
太
郎
『
米
国
外
交
上
の
諸
主
義
』

日
本
評
論
社
、
一
九
四
二
年
）、
六
〇
｜
七
七
頁；

松
下
正
壽

『
米
州
広
域
国
際
法
の
基
礎
理
念
』

有
斐
閣
、
一
九
四
二
年
）、
一
三
｜
三
二
頁；

安
井
郁
『
欧
州
広
域
国
際
法
の
基
礎
理
念
』

有
斐
閣
、
一
九
四
二

年
）、
六
九
｜
七
六
頁
。

54
）

T
h
e D

epartm
en
t of S

tates B
u
lletin

,
V
o
l.
III,

N
o
.
54
(1940),

a
t 4.

ハ
ル
の
モ
ン
ロ
ー
主
義
観
に
対
す
る
批
判
と
し
て
、
神
川
彦
松
「
コ
ー

デ
ル
・
ハ
ル
の
モ
ン
ロ
ー
主
義
観
」『
国
際
法
外
交
雑
誌
』
第
三
九
巻
八
号
（
一
九
四
〇
年
）、
六
五
｜
七
五
頁
。

55
）

対
内
的
に
は
自
己
保
存
と
い
う
用
語
が
使
用
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
例
え
ば
、D

S
B
 
IV

,
su
pra

 
n
o
te 52,

N
o
.96,

a
t 492;

id
.,
N
o
.
101,

a
t

 
651.

56
）

F
R
U
S
:
Japan

,
su
pra

 
n
o
te 7,

a
t 510.

S
ee a

lso
,
id
.,
a
t 413,

440.

上
述
の
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
の
談
話
と
同
様
の
政
策
は
、
一
九
四
一
年
四

月
二
四
日
の
ア
メ
リ
カ
国
際
法
学
会
に
お
け
る
ハ
ル
国
務
長
官
の
演
説
で
も
表
明
さ
れ
た
。
こ
の
、
ア
メ
リ
カ
国
際
法
学
会
で
の
演
説
に
お
い
て
は
、

自
衛
」
に
加
え
て
「
自
己
保
存
」
と
い
う
用
語
も
用
い
ら
れ
て
い
た
が
（D

S
B
 
IV

,
su
pra

 
n
o
te 52,

N
o
.
96,

a
t 492

）、
そ
の
同
じ
内
容
が
日
米
交

渉
で
は
「
自
衛
権
」
と
し
て
説
明
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
演
説
を
引
用
し
た
一
九
四
一
年
五
月
三
一
日
の
日
米
了
解
案
（
ア
メ
リ
カ
に
よ
る
）
の
付
属
書
に

は
、
ア
メ
リ
カ
の
態
度
は
、
奪
う
こ
と
の
で
き
な
い
自
衛
権
の
基
本
的
考
慮
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
と
記
述
さ
れ
て
い
る
（F

R
U
S
:

Japan
,
su
pra

 
n
o
te 7,

a
t 449

450

）。S
ee a

lso
,
F
oreign

 
R
elation

s of th
e U

n
ited

 
S
tates

,
V
o
l.
IV
,
T
h
e F

a
r E

a
st
(G
o
v
ern

m
en
t P

rin
tin
g O

ffice,

1956)

﹇h
erein

a
fter,

F
R
U
S
 
IV

﹈,a
t 201

202;
D
S
B
 
IV

,
su
pra

 
n
o
te 52,

N
o
.
103,

a
t 719.

第
二
次
世
界
大
戦
後
の
研
究
に
お
い
て
は
、
モ

ン
ロ
ー
・
ド
ク
ト
リ
ン
を
集
団
的
自
衛
権
と
位
置
付
け
る
も
の
も
あ
る
。
し
か
し
、
当
時
は
、
現
在
の
集
団
的
自
衛
権
の
内
容
を
「
自
衛
権
」
の
主
張
の

中
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
個
別
的
自
衛
権
と
集
団
的
自
衛
権
は
明
確
に
は
区
別
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
ま
た
、
当
時
の
ア
メ
リ
カ

の
主
張
に
お
い
て
も
、
そ
の
両
方
の
内
容
は
峻
別
さ
れ
て
い
な
い
。
な
お
、
バ
ウ
エ
ッ
ト
も
モ
ン
ロ
ー
・
ド
ク
ト
リ
ン
を
集
団
的
自
衛
権
の
項
で
論
じ
て

い
る
が
、
彼
は
集
団
的
自
衛
権
を
「
個
別
的
自
衛
権
の
共
同
行
使
」
と
理
解
す
る
（B

o
w
ett,

su
pra n

o
te 3,

p
p
.
206

212

）。

57
）

F
R
U
S
:
Japan

,
su
pra

 
n
o
te 7,

a
t 427.

58
）

ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
が
モ
ン
ロ
ー
・
ド
ク
ト
リ
ン
の
地
理
的
前
提
に
疑
問
を
呈
し
て
い
た
こ
と
に
つ
き
、
奥
広
、
前
掲
注

51
）「
宣
言
な
き
再
定
義
」、

（法政研究83-３- ）322 588

論 説



三
一
頁
。

59
）

D
S
B
 
IV

,
su
pra

 
n
o
te 52,

N
o
.
96,

a
t 492.

60
）

D
S
B
 
IV

,
su
pra

 
n
o
te 52,

N
o
.
101,

a
t 652.

61
）

上
記
五
月
の
炉
辺
談
話
の
段
階
で
、
モ
ン
ロ
ー
・
ド
ク
ト
リ
ン
が
許
容
す
る
行
動
範
囲
が
地
理
的
定
義
に
よ
る
西
半
球
に
と
ど
ま
ら
な
い
と
解
釈
さ

れ
て
い
た
こ
と
に
つ
き
、
奥
広
、
前
掲
注

51
）「
宣
言
な
き
再
定
義
」、
三
四
頁
。

62
）

例
え
ば
、F

R
U
S
:
Japan

,
su
pra

 
n
o
te 7,

a
t 510;

D
S
B
 
IV

,
su
pra

 
n
o
te 52,

N
o
.
96,

a
t 492.

63
）

F
R
U
S
 
IV
,
su
pra n

o
te 56,

a
t 7.

64
）

な
お
、
モ
ン
ロ
ー
・
ド
ク
ト
リ
ン
が
、
政
治
組
織
の
話
（
共
和
制
の
擁
護
）
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
お
よ
び
西
半
球
の
安
全
保
障
の
話
を
切
り
離
し
て

い
な
い
た
め
、
モ
ン
ロ
ー
・
ド
ク
ト
リ
ン
を
西
半
球
全
体
に
拡
張
す
る
と
、
そ
れ
に
よ
っ
て
守
ら
れ
る
の
が
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
安
全
な
の
か
、
共
和

制
な
の
か
、
西
半
球
全
体
の
利
益
な
の
か
が
不
明
確
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
西
崎
、
前
掲
注

50
）、
九
｜
一
〇
頁
）。

65
）

F
R
U
S
:
Japan

,
su
pra

 
n
o
te 7,

a
t 413.

66
）

Id
.,
a
t 510.

67
）

Id
.,
a
t 510.

68
）

Id
.,
a
t 427;

D
S
B
 
IV

,
su
pra

 
n
o
te 52,

N
o
.
82,

a
t 88

89.

69
）

F
R
U
S
:
Japan

,
su
pra

 
n
o
te 7,

a
t 429;

D
S
B
 
IV

,
su
pra

 
n
o
te 52,

N
o
.
105,

a
t 763.

一
九
四
一
年
三
月
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
防
衛
に
と
っ

て
重
要
な
国
家
に
対
し
て
軍
需
品
を
売
却
・
譲
渡
・
貸
与
・
交
換
す
る
こ
と
を
可
能
と
す
る
武
器
貸
与
法
が
成
立
し
た
。

70
）

F
R
U
S
:
Japan

,
su
pra

 
n
o
te 7,

a
t 342.

71
）

防
衛
庁
防
衛
研
究
所
戦
史
室
、
前
掲
注

22
）『
大
東
亜
戦
争
開
戦
経
緯

３

』、
五
一
三
頁
。

72
）

同
上
、
五
一
八
、
五
三
四
頁
。

73
）

同
上
、
五
一
八
頁
。

74
）

F
R
U
S
:
Japan

,
su
pra

 
n
o
te 7,

a
t 714.

75
）

東
郷
茂
徳
『
時
代
の
一
面
』

改
造
社
、
一
九
五
二
年
）、
二
五
一
｜
二
五
二
頁
。

﹇
付
記
﹈
本
稿
は
、
科
学
研
究
費
補
助
金
（
特
別
研
究
員
奨
励
費
）
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

（83-３- ）589 323

太平洋戦争開戦直前の自衛権（西嶋）




